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雪害対策編 第１部 災害予防計画 

第１章 雪害予防対策 

（国、県、市町村、警察、消防、公共交通機関、ライフライン事業者ほか） 

 

第１節 目的 

自助、共助、公助の適切な役割分担のもと、積雪期における雪害による被害の未然防止や被害の軽減を図り、県

民の生命、身体、財産及び県土を保護し、県民の安全、安心と円滑な社会・経済活動を確保することを目的とす

る。 

 

第２節 雪害を防止する施策の概要 

雪害が発生した場合、又は発生するおそれがある場合の対応について、他の災害の対策と共通する部分は「災害

予防編（共通）」及び「災害応急対策編（共通）」に定めるところに依り、本編では雪害に特有のものについて定

めるものとする。 

 

第３節 地域ぐるみの支援体制の整備 

１ 防災及び危機管理に関する基本的な考え方 

本県では、「鳥取県防災及び危機管理に関する基本条例」を定め、県民、事業者、市町村、県、国の責務を明

らかにし、相互に連携して災害への対策を総合的に講ずるために必要な事項を定め、災害や危機事象から県民の

生命・身体・財産を守り、安全に暮らすことができる地域社会の実現を目指している。 

この条例では、基本事項の一つとして、「災害時支え愛活動」（災害又は危機事案が発生した場合に、本県に

おける人と人との絆を生かして、住民が地域で自主的に行う共助の取組）に積極的に取り組むこととされてお

り、この条例の基本的な考え方を踏まえて豪雪被害に対する地域の防災体制、支援体制を構築していく。 

なお、市町村は、災害時支え愛活動が円滑に行われるよう必要な支援に努めるものとし、県は、市町村に対し

て必要な支援を行うものとする。 

２ 県民・地域の役割（平時） 

(１)県民は、積極的に地域内の共助による除雪や要配慮者への支援の体制整備に協力するよう努める。 

(２)県民は、立ち往生車両等への支援も含めた災害時支え愛活動の平常時の取組に努める。 

(３)県民は、除雪作業における事故防止のため、安全確保対策などの習熟に努める。 

(４)県民は、雪道を運転する場合は、気象状況や路面状況の急変があることも踏まえ、スタッドレスタイヤ・タ

イヤチェーンの装着、車内にスコップ、砂、飲食料及び毛布等を備えておくよう努めるものとする。 

３ 地域の雪害対策への支援 

(１)市町村は、支え愛マップづくり等による地域の助け合い、支え合いの関係づくり等の推進に努め、県（危機

管理部ほか関係部局）は、市町村の支援に努める。 

(２)市町村は、必要に応じ、雪下ろしの助成制度を設けるほか、除雪作業の危険性と対応策を住民に示す等、個

人住宅の雪下ろしが安全に行われる体制の整備に努め、県（危機管理部ほか関係部局）は市町村への支援に努

める。 

また、県（危機管理部、政策統轄総局、福祉保健部）及び市町村は、除雪ボランティア支援体制の整備に努

めるとともに、県社会福祉協議会、市町村社会福祉協議会と連携して地域における共助の充実強化に努める。 

(３)市町村は、地域の自発的な除雪活動等の雪害対策を支援するため、排雪場の確保や、地域の実情に応じて小

型除雪機の貸与や購入補助などの支援を行うよう努める。 

(４)県（危機管理部、政策統轄総局）は、「鳥取県防災・危機管理対策交付金」などにより、雪下ろしに要する

資機材の費用補助、地域が自ら行う歩道除雪の活動支援費用補助等、地域の自発的な雪害対策を助成する市町

村に対する支援を行う。 

また、県（政策統轄総局）は、中山間地域において自然の猛威から生活を守るための事前の取組に必要な経

費を補助する制度を設けており、雪囲いの設置等の住宅の被害防止に必要な経費や、除雪機等の導入・除雪委

託など協働での対策に必要な経費など、豪雪に対する備えもその対象としている。 

 

第４節 道路交通の確保 

１ 除雪等の体制 

(１)各道路管理者は、関係機関と連携し、各々が管理する道路について除雪の計画を定めるとともに、訓練など

によってその実効性の向上を図る。特に幹線道路については、大雪時においても大規模な車両滞留を可能な限

り回避するため計画的・予防的な通行止め、滞留車両の排出を目的とした転回路の整備等を行うよう努めるも

のとする。 

(２)各道路管理者は、他の道路管理者や県･市町村、警察等の関係機関との情報共有及び除雪等の対策実施につ

いて、災害対策本部・情報連絡本部と連携を図るため、「情報連絡本部会議」を設置する。 
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(３)各道路管理者は、冬季間県下の道路の交通を確保するため、必要な除雪機械や資機材の配備や調達体制の整

備を進め、併せて消融雪装置、堆雪帯や排雪場の設置等、効率的な除雪を可能とする施設の設置を進める。 

(４)各道路管理者は、除雪機械運転手の人員確保及び育成に努める。 

(５)各道路管理者は、大雪による事故・立往生が発生した場合に備え、速やかに交通規制が行えるよう体制を構

築する。 

２ 県の除雪基準等 

(１)重点除雪区間の設定 

県（県土整備部）は、限られた除雪能力で、豪雪時においても広域的な交通と緊急車両等の交通を確保する

ため、重点的な除雪作業を行い早期に円滑な交通を確保する「重点除雪区間」を設定する。 
 目的（課題対応） 指定する路線 

重点除雪 

区間Ⅰ 

「県内の骨格となる主要

幹線道路」、「主要幹線道

路と市街地を連絡する道

路」を早期に重点除雪し、

広域物流、災害時の緊急

輸送等の交通を確保 

主要幹線道路で第一次防災拠点(県庁、市役所、基幹災害拠点病院

等)を連絡する『第一次緊急輸送道路』を基本に以下の路線を指定 

・鳥取道、山陰道等の高規格幹線道路、国道９号等の幹線道路 

・高規格道路（山陰道等）の未供用区間における国道の迂回路を担

う道路 

・第２次緊急輸送道路のうち、市内幹線道路を担う道路 

重点除雪 

区間Ⅱ 

防災拠点病院・総合病院

へのアクセス道路、市内

幹線道路など主要生活道

路の交通を確保 

第２次防災拠点(町村役場､地域災害拠点病院、総合病院等)を連絡

する『第二次緊急輸送道路』、市内幹線道路等の以下の路線を指定 

・第２次緊急輸送道路、市内幹線道路 等 

※重点除雪区間Ⅰから区間Ⅱへと段階的に重点除雪を実施し冬期交通を確保する。 

 

重点除雪区間は、豪雪時においても早期に円滑な交通を確保するため、速やかに大型車のすれ違いも可能な２

車線以上の幅員の確保を目標に重点的に除雪を実施する。 

なお、孤立集落、立ち往生車両が発生した場合には、重点除雪区間の有無にかかわらず、最優先で孤立の解

消、立ち往生の解消のための除雪対応を行う。 

(２)除雪基準の設定 

ア 県（県土整備部）は、除雪作業に入る「除雪出動基準」を設定する。（路面上の積雪が５～10cm 程度に達

すると見込まれる場合） 

イ 県（県土整備部）は、除雪作業の一定水準を確保するため、除雪完了の目安となる除雪完了目標を設定す

る。（除雪後の残雪深は重点除雪区間で５cm 以下、大型車が円滑にすれ違い可能な道路幅員を確保する。そ

の他区間は５～10cm 以下、大型車と普通車が円滑にすれ違い可能な道路幅員を確保する。） 

(３)災害発生時の対応 

地震等災害発生時は、緊急輸送道路（災害予防編（共通）第７部第１章「緊急輸送体制の整備」参照）を優先

して除雪する。 

３ 除雪対策協議会等の設置 

計画的な道路除雪の実施のため、国、県、市町村その他関係者からなる鳥取県除雪対策協議会（会長：県県土

整備部長）を設置し、毎年度積雪期までに関係機関と除雪について協議・調整を行う。個別具体的な除雪区間に

おける各関係機関との連携については、必要に応じて会議等により協議・調整を行う。 

４ 豪雪時における迂回路の設定 

これまで豪雪時に交通障害が多発している箇所においては、道路管理者はあらかじめ迂回路・通行規制区間等

を設定し、関係機関と連携して早期に道路の通行を確保する体制整備に努める。 

５ 豪雪時における道路情報の収集 

第９節「情報収集体制の整備」による。 

６ 道路管理者の相互連携体制の構築 

その他、各道路管理者は、必要に応じ、管理区分を超えた除雪の協力、除雪車両や人員等の応援、迂回路設定

時の調整方法など、隣接県を含む県内外の広域の道路管理者等と相互連携した除雪体制をあらかじめ整備するよ

う努める。 

 ７ 道路占用物件の施設管理者との協力体制 

   国、県、市町村は、道路占用許可物件の各施設管理者と連携し、各施設に被害があるときは、速やかに撤去・

復旧する協力体制を構築する。 

 

第５節 公共交通の確保 

１ 公共交通機関事業者の対策 

(１)各公共交通事業者は、乗客の安全確保を最優先に各事業者の定める規程等に基づき、予防対応を行う。 

(２)各公共交通事業者は、既存の連絡体制に加え、関係機関との緊急時ホットラインの整備等、緊密な連絡体

制、情報共有体制の確保に努める。 

(３)鉄道事業者は、立ち往生時等の乗客の救援のため、主要な駅への備蓄（食料、飲料水、毛布等）を行うとと
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もに、平時から沿線の市町村と連携し、周辺の避難施設等の状況把握や、緊急時の協力体制の確保に努める。

バス事業者は、長距離バスの立ち往生時の乗客の救援のため、鉄道事業者の例を参考に体制整備に努める。 

(４)バス事業者は、社会的な影響を考慮して優先的に交通を確保し、又は復旧させるべきバス路線(病院等を経

由する路線や、通学利用の多い路線等)について、平時から道路管理者との情報共有及び対応策の調整に努め

る。 

２ 鉄道事業者の除雪・防雪対策 

(１)除雪体制（ＪＲ西日本） 

ア 列車の円滑な運行を図るため、除雪機械の整備強化に努めるとともに、ＪＲ西日本中国統括本部が中心と

なり、各地区に除雪協力員を設け、これによる除雪体制を確立する。 

イ また、豪雪時には関係機関の協力を得るなど、会社保有の除雪機械との共同作業により、除雪対策に万全

を期する。 

(２)防雪設備事業（ＪＲ西日本） 

突発的災害の防止及び除雪事業の円滑化を図るため、雪崩防止柵の設置等の事業を行うとともに、列車運行

の円滑化を図るため、ポイントの電気融雪器の取り付け等の事業を長期計画に基づき行う。また、倒木対策の

実施に努める。 

(３)智頭急行・若桜鉄道の対策 

上記のＪＲ西日本の安全対策を参考に、必要な災害予防対策を実施するものとする。 

 

第６節 関係機関との協力体制の整備 

１ 関係機関との協力 

国、県、市町村は、除雪体制に限らず、雪害時の防災体制の確保のため、検討会や協議会等の場を通じて、関

係機関等との協力体制を構築するよう努める。 

２ 研究機関等との協力体制 

県は、雪害対策の知見を有する研究機関等と雪害対策に係る協定を締結する等、平時から雪害を予防し、減災

を図るための関係機関との協力・連携関係を構築するよう努める。その際、雪害の発生時には県から助言等協力

を求めることがあることをあらかじめ取り交わしておく。 

３ 警察本部との協力体制 

警察本部は、警察庁通達等に基づき、地域の実情に応じた総合的な活動を行うものとし、国、県、市町村は、

警察本部と協力しながら、連携して雪害の予防・応急体制を講じる体制を整備する。 

 

第７節 雪崩に対する警戒避難体制の確立 

１ 雪崩危険箇所等の把握及び周知 

(１)市町村は、あらかじめ関係機関と協議し、地形の特性、降積雪の状況、雪質の変化、過去の雪害事例等を勘

案して、雪崩危険箇所等の把握に努め、関係機関をはじめ周辺住民、観光施設（スキー場等）の利用者、バッ

クカントリースキーや冬山登山等で入山する者等（本節において以下「住民等」という。）への周知に努め

る。 

(２)また、状況に応じて、雪崩危険箇所等を中心に警戒巡視を行うよう努める。 

２ 雪崩に関する普及啓発 

(１)県（危機管理部、県土整備部）及び市町村は、雪崩の特徴等（表層雪崩は厳冬期に、全層雪崩は春先に発生

しやすいこと。雪崩は滑落速度が速く、発生に気づいてから逃げることが難しいこと等）について、住民等に

対して、広く普及啓発を行うよう努める。 

(２)警察本部は、関係市町村と連携して、冬山登山等に関する注意喚起の情報を発信する。 

 

第８節 住民等への広報 

１ 平時からの予防的広報の実施 

(１)各道路管理者は、県民及び県内を走行するドライバーに対し、降雪期前からの冬用タイヤの早期装着の促

進、積雪時又は凍結時のタイヤチェーンの装着（駆動輪がダブルタイヤの場合はダブルチェーンの装着の徹

底、冬期の道路情報（とっとり雪みちナビ等）の活用を促す。その際、各管理者が相互に連携するとともに、

市町村や報道機関、県トラック協会等の関係機関にも協力を求めるよう努める。 

また、警察本部は冬期の事故防止に係る広報を行う。 

(２)県（危機管理部、県土整備部）は、県外へ（１）に関する広報を行うよう努める。 

(３)雪崩に関する平時からの広報や普及啓発は、第７節「雪崩に対する警戒避難体制の確立」による。 

 

第９節 情報収集体制の整備 

１ 道路通行状況等の収集体制の整備 

国、県（県土整備部）、市町村、道路管理者、関係機関は、被害状況や渋滞情報を把握するため、ライブカメ

ラの設置や情報収集網（コンビニやガソリンスタンド、地域住民からの通報、公共交通機関事業者からの情報収
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集等）の構築に努める。なお、情報収集の収集元には住民、ドライバー等への広報の役割を担うことが期待され

るので、双方向の連絡体制となるよう体制を構築しておくよう努める。 

また、市町村は、区長・自治会長との連絡網などにより積雪等による渋滞が発生したことを早期に覚知する情

報収集体制の整備に努めるとともに、この連絡網を通じて、また、防災行政無線（戸別受信機を含む）により必

要な情報を住民、ドライバー等に提供する体制整備に努める。 

２ 情報の共有体制等の整備 

(１)情報連絡員の派遣体制の整備 

国、県は、災害対策本部等が設置されたときの情報連絡員の相互派遣、大規模な立ち往生車両が発生した場合

の沿線市町村への情報連絡員の派遣を行うことができる体制を整備する。 

(２)ホットライン等の整備 

国、県（危機管理部ほか関係部局）、市町村、消防局、警察本部、関係機関は、ホットライン等の緊急時の連

絡体制を整備する。 

 

第 10 節 被災者の救援・救助体制の整備 

１ 立ち往生車両への救援体制の整備 

(１)救援の実施主体 

道路管理者、公共交通事業者、国、県、市町村は、既往の雪害の状況などを踏まえて、救援の実施体制、役割

分担、応援体制等について、関係機関も含めて整理・検討を行い、より迅速かつ的確な救援が可能となるよう体

制を整備する。 

(２)救援の内容に応じた事前の備え 

立ち往生車両への救援が迅速・確実に行われるよう、あらかじめ体制の整備を行う。 

ア 情報の提供 

道路管理者、国、県（危機管理部、県土整備部）は、立ち往生車両へ適切に情報提供（道路の規制状況、

今後の見通し、避難所の開設状況などの支援情報等）を行うため、従来行っていた立ち往生発生・除雪状況

の情報に加え、市町村等関係先に経過、今後の見込みについても情報提供を行う。 

また、市町村はそれらの情報を適切に住民等に提供し災害時支え愛活動が円滑に実施できるよう努める。 

イ 物資の提供 

（ア）道路管理者、公共交通事業者、県（危機管理部）は、燃料の携行缶等の活動用資機材の備蓄や、物資

（食料、飲料水、毛布、自動車燃料等）の備蓄・調達体制の確保等、支援体制の整備に努める。 

（イ）県（危機管理部、生活環境部）は、自動車の燃料の確保について、鳥取県石油商業組合を中心とした組

織的な緊急支援体制が確保できるように関係機関と調整を行う。 

（ウ）県（危機管理部）は、地域で行われる立往生車両への食料提供等の取組（災害時支え愛活動）を支援す

るよう努めるものとする。 

ウ 避難所、休憩場所、トイレの提供 

（ア）市町村は、通常の指定避難所に加え、立ち往生車両の搭乗者を受け入れることができる施設の把握に努

め、道路管理者、公共交通事業者、県（危機管理部）は、関係市町村との連携に努める。 

（イ）その他、市町村は、第３節「地域ぐるみの支援体制の整備」により、地域住民の協力体制の整備に努める。 

２ 孤立集落発生時の救援 

第 12 節「孤立予想集落への対策」による。 

３ 要支援世帯への救援 

第 13 節「要支援世帯への支援」による。 

４ 雪崩等による被災者への救助 

警察本部、消防局、関係市町村、その他関係機関は、各々の活動計画等に基づき、雪崩その他の事故等（屋根

等からの滑落、落雪など）により被災者が発生した場合の連絡体制、連携体制、人命救助等の体制の整備に努め

る。 

 

第 11 節 医療及び福祉サービスの確保 

１ 医療体制の確保 

災害予防編（共通）第６部第１章「医療（助産）救護体制の整備」による。 

＜主な記載内容＞ 

・県は、災害拠点病院の機能確保の対策等を講じ、災害拠点病院や自治体病院の管理者は、必要な措置を講

じておく（ライフライン途絶時の非常発電機等の備え、代替病院施設の確保、患者の避難や緊急転院など） 

・県、市町村、関係機関は、医薬品等の備蓄や調達体制の整備に努める など 

２ 福祉サービス等の確保 

県（福祉保健部、子ども家庭部）は、豪雪時に社会福祉施設等の入所者について救急搬送などを要する事態が

生じた場合の緊急対応について、平時から、市町村、消防局、社会福祉施設等と連携協力の上、緊急時の体制整

備に努める。 
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第 12 節 孤立予想集落への対策 

１ 孤立予想集落の把握 

市町村は、雪害に伴う孤立予想集落の事前の把握に努める。また、孤立が発生した場合に備え、集落内との連

絡手段の確保（非常用発電機や衛星携帯電話の確保等）、連絡先の把握に努める。 

２ 物資の提供 

市町村は、物資（食料、飲料水、暖房器具、灯油等）の備蓄や調達体制の確保に努める。 

３ 避難所の開設 

市町村は、孤立予想集落内で雪害時の避難所として活用できる施設を把握するとともに、必要な資機材等の整

備に努める。併せて、孤立予想集落の外に避難させることもあらかじめ想定し、適当な避難施設を考慮しておく

よう努める。 

 ４ 孤立集落の発生に備えた連携と対応 

道路管理者、県、市町村、ライフライン事業者その他関係機関は、孤立集落の発生を防ぐため、平素から緊急

時の連絡体制を整備しておくとともに、除雪や倒木除去等における連携した対応について確認しておくものとす

る。 

また、道路管理者、県、市町村、ライフライン事業者、その他関係機関は、倒木による道路やライフラインの

途絶、孤立集落の発生を予防するため、連携して倒木の可能性がある箇所を把握し、事前伐採を行うよう努める

ものとする。 

５ その他の孤立対策 

災害予防編（共通）第５部第４章「孤立予想集落対策の強化」による。 

＜主な記載内容＞ 

・市町村は、孤立予想集落付近でのヘリコプター離着陸場の確保等に努める 

・県、市町村は、孤立が復旧するまでの間の救援方法等の応急対策についてあらかじめ定めておくものとす

る  など 

 

第 13 節 要支援世帯への支援 

１ 支援が必要な世帯の特定 

市町村は、立地条件（孤立が予想される集落等）や世帯構成（高齢者世帯等）等を勘案し、雪害時に安否確認

等を行うべき世帯の特定や、連絡手段の確認を個別避難計画や支え愛マップづくりを通じ、事前に行っておくよ

う努める。 

２ 支援体制の整備 

市町村は、町内会長や民生委員、市町村社会福祉協議会等と連携し、支え愛マップづくり等を通じて、高齢者

世帯等の安否確認や自宅周辺の除雪支援、買物支援など、地域ぐるみの相互扶助（共助）の体制整備に努める。 

 

第 14 節 帰宅困難者への支援 

災害予防編（共通）第５部第４章「帰宅困難者対策の強化」による。 

＜主な記載内容＞ 

・県や市町村は、住民に対し、災害時はできるだけ正確な最新情報を入手して落ち着いて行動することを平

時から周知するとともに、携行品の充実（携行食、地図、ラジオ等）、安否確認方法の確認などの平常時

からの備えについて取組を行うよう周知を図る。 

・県は、コンビニエンスストア等と協定を締結して「災害時帰宅支援ステーション」による帰宅困難者への

情報提供、食料や水の提供、トイレの提供などの支援を行う体制を整備する。 など 

 

第 15 節 ライフライン確保対策 

１ 雪害に対する設備の保守等 

各ライフライン事業者は、雪害に強いライフライン確保のため、施設・設備の耐雪・耐寒性の確保や、代替性の

確保に努める。 

また、各ライフライン事業者は、被害防止のため、施設や設備の点検や保守に努める。 

２ 組織の体制 

各ライフライン事業者は、雪害を想定した組織体制の整備に努めるとともに、国、県、市町村や関係機関との連

携体制の確保に努める。 

 

第 16 節 農林水産業被害対策 

県（農林水産部）は、生産者や業種団体に対して平時から凍雪害に強い生産・出荷体制となるよう啓発（例：パイ

プハウスの雪害防止、漁船の沈没防止等、各種の対策等。地域の実情に応じて協力して実施。）を行う。（農産、林産、

水産、畜産共通） 

また、農業用用排水路管理者等に対し、農業用用排水路点検の指導を行う。 
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雪害対策編 第２部 災害応急対策計画 

第１章 雪害応急対策 

（国、県、市町村、警察、消防、公共交通機関、ライフライン事業者ほか） 

※ 本章において、県の所管組織の危機管理部は、鳥取県災害警戒本部又は鳥取県災害対策本部が設置されている場

合は、それぞれ「災害警戒本部」「災害対策本部」と読み替える。 

 

第１節 目的 

豪雪に伴う各種の被害を軽減又は未然に防ぐとともに、発生した被害や社会的な影響等について軽減を図るため

の応急時の対策について定める。 

 

第２節 組織体制 

１ 組織体制の原則 

国、県（危機管理部、総務部）、市町村、関係団体等は、各々で定める配備基準、組織体制等に従って職員配

備等を行う。 

２ 夜間休日も含めた体制の確保 

豪雪や低温に伴う被害は、気温が低くなる夜間に状況が悪化するおそれがあるので、必要に応じて夜間の体制

を強化する等の対策を行うものとする。 

なお、休日に影響が及ぶおそれがある場合には、組織内外の連絡体制の事前確認や、休日の配備体制の事前編

成などの備えを講じておくものとする。 

３ 連絡会議・対策会議等の開催 

県（危機管理部）は、豪雪の被害が発生するおそれがある場合や、被害が発生した場合等は、鳥取地方気象台

等の関係機関と連携の上、災害情報連絡会議等の会議を開催し、情報の共有や対応方針の決定等を行う。なお、

県の災害警戒本部又は災害対策本部が設置された場合には、災害警戒本部会議又は災害対策本部会議として開催

する。 

 

第３節 地域ぐるみの支援の実施 

１ 災害時支え愛活動等の実施 

住民は、「鳥取県防災及び危機管理に関する基本条例」に基づき、自助及び一般的な共助の取組に加え、「災

害時支え愛活動」（災害又は危機事案が発生した場合に、人と人との絆の強さを生かして、住民が地域で自主的

に行う共助の取組）により、地域ぐるみの支援を行うよう努めるものとする。 

２ 県民・地域の役割（災害時） 

県民、地域は、災害時において、二次災害の発生に留意しつつ、次の取組を行うよう努めるものとする。 

(１)県民、地域は、積極的に地域内の共助による除雪や要配慮者への支援の実施に可能な限り協力するよう努め

る。 

(２)雪害による大規模な渋滞が発生した場合、立ち往生車両の搭乗者には食事やトイレの提供等の支援が必要と

なるため、県民、地域は可能な限り支援へ協力するよう努める。 

(３)県民、地域は、除雪作業における事故防止のため、安全確保対策の徹底に努める。 

３ 県・市町村の役割 

(１)市町村は、災害時支え愛活動が円滑に行われるよう必要な支援に努める。 

(２)県は、市町村に対して必要な支援を行う。 

 

第４節 豪雪時の道路交通確保 

１ 除雪の実施 

(１)各道路管理者は、各々が定める除雪計画等に基づき、管理施設の除雪を行う。 

(２)各道路管理者は、降雪状況等に応じて、重点的に除雪の必要がある路線について、除雪車両等を重点的に投

入するなど、他の道路管理者及び警察等の関係機関とも連携した必要な対策を迅速的確に行う。 

(３)県（県土整備部）は、必要に応じ、除雪機械運転手等の代替要員などを招集する。その他の道路管理者も、

これに準じて人員体制の確保に努める。 

２ 道路管理者の相互連携体制の構築 

道路管理者は、自力での除雪が困難な場合等、除雪状況に応じ、他の道路管理者等と相互に連携した除雪を行

う。 

３ 通行規制に伴う措置 

(１)各道路管理者は、積雪及び除雪（本節において、以下「積雪等」という。）に伴う交通規制により迂回路を

設定する場合には、規制の実施に先立ち、迂回路を管理する道路管理者と調整するとともに、当該規制により

大きな影響が生じるおそれのある道路の道路管理者に情報提供を行うものとする。併せて、迂回路及び大きな
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影響を生じるおそれのある道路の沿線市町村に対し、情報提供を行う。ただし、人命に関わる場合等、緊急や

むを得ない事情がある場合については、規制の実施後、可能な限り速やかにこれらの情報提供を行うものとす

る。 

(２)上記（１）の協議を行った道路管理者は、交通規制の事前情報として、県（県土整備部及び危機管理部）警

察本部、消防局に対し速やかに情報提供するものとする。ただし、交通への影響が軽微と予測される場合には

この限りではない。 

(３)道路管理者は、積雪等により幹線道路を通行止めとする場合には、規制の実施に先立ち、予定している迂回

路を優先的に除雪して迂回路を確保するよう努める。迂回路の道路管理者が異なる場合にも同様とし、道路管

理者間で協力を行う。 

(４)道路管理者は、道路幅員や除雪の実施状況等を踏まえ、適切な迂回路を設定するよう努める。特に、大型車

両が頻繁に通行することが想定される場合や、迂回路に急勾配が含まれる場合は、立ち往生車両が連鎖的に発

生・滞留する等の交通機能障害を誘引するおそれがあるので、特段の配慮に努める。 

(５)道路管理者は、降雪により立ち往生車両が発生した場合は、滞留の早期解消を図るため、全面通行止め等の

必要な措置を講じるとともに、警察と連携し、立ち往生車両の排除を行う。 

４ 緊急時の道路状況の把握 

(１)県（危機管理部、県土整備部）は、積雪等により災害が発生している場合又は発生するおそれがある場合に

は、道路管理者の区分に関わらず、県内の道路の規制状況を集約し、国、市町村と情報共有を図るものとす

る。 

(２)県以外の道路管理者は、上記（１）を踏まえ、県や沿線市町村等への道路情報の提供を適切に行うよう努め

る。 

５ 一般住民やドライバーへの規制情報等の広報 

第８節「住民等への広報」による。 

６ 放置車両等の移動 

道路管理者は、災害対策基本法第 76 条の６の規定が適用された場合、又はその他除雪等のため緊急やむを得

ない必要があると認められる場合等においては、立ち往生車両や放置車両の移動等の措置を講じる。 

７ 道路通行規制 

道路管理者は、積雪等により車両の通行が危険となった場合は、必要に応じて道路法第 46 条の規定により、

道路通行規制を実施することとする。 

 

第５節 公共交通の確保 

１ 公共交通事業者の主な対策 

(１)運行の停止 

各公共交通事業者は、各々が定める基準等に基づいて運行の停止などを行うものとするが、安全性などを考

慮の上、早期に運行を再開させるよう努める。なお、ＪＲ西日本は、降雨や降雪等により鉄道と並行する道路

が通行止めとなった場合等、旅客の旅行継続が困難となることを避けるため、気象状況等を踏まえ、必要に応

じて予防的な措置として運行を停止する。 

(２)除雪の実施 

各公共交通事業者は、各々の管理施設について早期に除雪を行うよう努める。なお、踏切については、道路

管理者、鉄道事業者があらかじめ調整した除雪管理区分に基づいて除雪を行い、各々の管理施設への影響に配

慮しながら踏切を横断する道路の円滑な通行が確保できるよう努める。 

(３)遅延発生時の状況把握と乗客への説明 

各公共交通事業者は、遅延等の運行状況や今後の見込み等を可能な限り把握するとともに、乗客へ説明する

よう努める。また、乗車客以外の利用者に対してもホームページ等を通じて情報発信に努める。 

(４)立ち往生発生時等の対応 

各公共交通事業者は、営業運行中に立ち往生車両が発生した場合等、旅客の旅行継続が困難となった場合、

旅客への食料・飲料水・毛布等の提供を行うよう努めるとともに、必要に応じ、沿線市町村に対して避難所や

休憩所の提供を要請するものとする。また、旅客に体調不良が発生した場合等は、速やかに救急搬送を行うよ

う 119 番通報を行うなど、必要な措置を迅速に講じるものとする。 

(５)その他の対策 

その他、各公共交通事業者の定める管理規程等に基づき、応急対応を迅速、的確に行う。 

２ 道路管理者等との連絡体制 

(１)バス事業者 

バス事業者は、冬期（原則として 12 月１日から翌年３月 31 日まで）においてバス運行に支障が生じた場合

には、あらかじめ定めた連絡体制により、関係する道路管理者等へ連絡を行う。 

(２)鉄道事業者 

ＪＲ西日本は、雪害発生時に旅客の旅行継続が困難となった場合には、緊急時 24 時間ホットラインを通じて

連絡を行うとともに、除雪や支援の内容について適切に情報交換を行う。 
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智頭急行・若桜鉄道は、上の例を参考に県等への連絡体制の確保に努める。 

３ ホットラインの確保 

県は、ＪＲ西日本及び智頭急行と豪雪等の緊急時 24 時間ホットラインを設けており、緊急時にはホットライ

ンを通じて情報伝達、情報共有を行う。 

その他、県と公共交通事業者は、あらかじめ確認した緊急連絡先により情報伝達等を行う。 

４ 道路管理者の対応 

各道路管理者は、路線バスの通行支障が生じている区間について、優先的に除雪・復旧させるべき区間（病院

等を経由する路線や、通学利用の多い路線等）を路線バス事業者と協議し、優先的に除雪するよう努める。 

また、旅客の旅行継続が困難となった場合、各道路管理者は、鉄道事業者からの支援の要請に応じ、旅客の救

助等のため除雪が必要な区間（現地への除雪作業員の派遣や、バス等による乗客の移送等に必要な区間等）につ

いて優先的に除雪するよう努める。 

５ 避難所、休憩所の確保 

公共交通機関の立ち往生が発生した場合、沿線市町村は各公共交通事業者からの求めに応じ、避難所や休憩所

を開設し、公共交通事業者と連携して可能な限り乗客の救援を行うよう努める。 

 

第６節 関係機関との協力体制 

１ 市町村への人員支援 

(１)情報連絡員の派遣 

第９節「情報収集」２（１）のとおり。 

(２)県等からの人的支援 

県（危機管理部、総務部）は、被災市町村からの依頼に応じ、鳥取県職員災害応援隊などを編成・派遣し、

支援を行う。また、必要に応じ、被災していない県内市町村に対し、応援を要請する。 

２ 警察・消防との協力体制 

(１)警察との連携・協力 

国、県（危機管理部ほか）、市町村は、応急対応の実施に当たり警察車両の先導や交通整理等の協力が必要

となった場合には、できる限り速やかに警察本部又は管轄する警察署に対応を協議し、安全確保上の助言を受

けながら対応を検討するものとする。 

(２)消防機関との連携・協力 

国、県、市町村、公共交通機関は、除雪が行き届いていない地域や立ち往生車両（公共交通機関含む）の搭

乗者で急病人が発生した場合、救急搬送に大幅な遅れが生じるおそれがあるため、道路管理者とも協議し、救

急車の運行に関する除雪等、消防機関と連携を図り対応するよう努める。 

３ 自衛隊との連携・協力 

自衛隊の災害派遣については、要件（緊急性・公共性・非代替性）に合致する場合には要請が可能だが、豪雪

時においては派遣要請から現着までには不測の時間を要する場合があるため、県（危機管理部）及び市町村は、

災害派遣要請の要否について、早期に検討し判断するものとする。なお、自衛隊が円滑に準備・現地到着後に活

動実施するため、検討段階から自衛隊に情報を共有し、要望内容を明確にし派遣を要請するよう努めるものとす

る。 

４ 応援協定先との連携・協力 

県（各関係部局）及び市町村は、豪雪被害が予想される場合で、協定に基づく応援を要請する可能性があると

きは、あらかじめ応援協定先への情報提供や、可能な範囲で事前の準備（物資の在庫状況の確認、業種団体の場

合は加盟業者への周知等）を依頼する等、協力体制を確保するよう努める。 

 

第７節 雪崩に対する警戒避難体制 

１ 迅速な避難情報の発出 

市町村は、降積雪の状況、気象情報、過去の雪害事例等を勘案し、周辺住民、観光施設（スキー場等）の利用

者等に被害が及ぶおそれがあると判断したときは、遅滞なく避難指示を発出し、避難行動を促すものとする。 

２ 避難情報の伝達・誘導等 

災害応急対策編（共通）第５部第１章「避難の実施」による。 

＜主な記載内容＞ 

・市町村は、避難指示等を発出した際には、あらかじめ定めた方法により情報伝達を行う。（複数手段を用

いたり、障がい者等の多様な者を含めた確実な情報伝達に配慮） 

※多くの人が集まる施設を区域に含む場合には、当該施設への伝達にも留意。 

・自力での避難が困難な者に対しては、市町村は、車両等で支援する。 

・市町村は、避難先の選定に当たっては関係機関と連携し、必要に応じて障害物の除去などを行って避難路

を確保し、避難者の安全確保を行う など 
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第８節 住民等への広報 

１ 豪雪のおそれがある場合の広報 

(１)地域住民等へ対する広報 

国、県（危機管理部、令和の改新戦略本部ほか関係部局）は、積雪等により災害が発生するおそれがある場合

には、ホームページ、ＳＮＳ、あんしんトリピーメール、防災アプリ等を活用し、住民等に対して注意喚起の広

報を行う。必要に応じ、市町村（防災行政無線、広報車、ホームページ等を活用）や報道機関にも協力を求める。

広報する主な項目は次のとおりとする。 

ア 最新の気象情報を確認するとともに、自宅周辺の積雪状況を確認すること 

イ 自宅周辺の災害リスク（雪崩危険箇所等）と対応方法を再確認すること 

ウ 大雪、暴風雪等が予想される場合は、不要不急の外出、車両の運転を避けること 

※孤立のおそれがある地域においては、食料、水、燃料等の十分な備蓄や、連絡体制の確保を図ること。ま

た、可能であれば孤立予想集落外に予防的に一時避難すること。 

エ 雪下ろしや除雪機の操作時等の除雪作業中の事故防止対策を図ること 

※雪下ろしの場合には、複数人での作業の実施、命綱などの正しい装着など。 

オ 雪崩からの注意  

※斜面下部付近の居住者等は、建物の２階などの高く、かつ斜面から離れた場所で生活するよう心掛けると

ともに、なだれ注意報等の気象情報や雪崩の前兆現象（雪の裂け目や雪の固まりが転げ落ちるなど）に注

意し、早めの避難に努めること。 

カ 新雪や晴れの日の雪のゆるみによる屋根からの落雪に注意すること 

キ 低温への注意 

※車の運転、歩行いずれも道路の凍結に注意すること。特に峠や橋上は凍結しやすいので慎重に行動するこ

と。 

※氷点下の気温では水道管が凍ったり、破裂したりすることがあるので、夜間から早朝にかけて凍結しない

ように注意すること。 

ク ＦＦ式暖房機の吸排気口付近の除雪状況を確認すること 

(２)ドライバー（県外を含む）に対する広報 

道路管理者、国、県（危機管理部、令和の改新戦略本部）は、積雪等により災害が発生するおそれがある場合

には、ホームページ、ＳＮＳ、あんしんトリピーメール、防災アプリ等を活用し、ドライバーに対して注意喚起

の広報を行うよう努める。広報に当たっては、県外からの流入車両に対しても情報発信するよう努め、必要に応

じ、市町村、報道機関、他の道路管理者、県トラック協会等の関係機関にも協力を求める。広報する主な項目は

次に例示するとおりとする。 

ア 冬用タイヤ等の装備、ダブルチェーンの装着、迂回ルートでの走行 

イ 道路情報の入手方法（とっとり雪みちナビ等） 

ウ 不要不急の外出抑制 

エ やむを得ず運転する車両には、渋滞に巻き込まれた場合に備えて食料や簡易トイレの携行 

オ 排気ガスの車内流入に関する注意喚起 

(３)市町村に対する注意喚起 

県（危機管理部）は、積雪等により災害が発生するおそれがある場合には、必要に応じ、市町村に対して注意

喚起を行う。注意喚起を行う主な項目は次のとおりとする。 

ア 今後の対応の再確認を行うこと 

イ 初動対応としての情報収集・伝達や参集体制等の確認等を行うこと 

ウ 今後の融雪等による雪崩や土砂災害などに十分注意すること 

エ 住民に気象情報等の各種情報の提供、注意喚起を行うこと 

オ 他の災害により半壊・一部損壊している建築物、影響を受けているおそれのある急傾斜地等は特に注意する

こと 

２ 積雪等による影響が発生した場合の広報 

(１)地域住民等へ対する広報 

県（危機管理部、令和の改新戦略本部）は、積雪等により被害や影響が発生している場合には、上記 1 の広報

に準じて、より一層注意喚起が必要な情報や、ニーズが高い情報等を中心に広報を行う。 

(２)立ち往生車両への情報提供 

道路管理者、国、県（危機管理部ほか関係部局）及び市町村は、相互に連携して、積雪等により立ち往生して

いる車両に対し、被害を軽減するための注意喚起の情報や、支援や避難に関する情報の提供を行う。情報提供す

る主な項目は次に例示するとおりとする。なお、長距離バス、鉄道の乗客への情報提供は、乗務員から乗客への

情報提供を行う等、公共交通事業者とも連携して行う。（乗客からの支援ニーズの把握や、急病人などの把握な

ども同様） 

ア 道路の規制状況、鉄道の運行状況（今後の見通しを含む） 

イ 食料や飲料水、毛布などの配付場所、配付スケジュール 
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ウ 避難所（休憩所）が開設されている場合にはその場所、移動方法、代替輸送の情報 

エ 自動車燃料の補給の方法 

オ 排気ガスの車内流入に関する注意喚起 

(３)道路管理者による情報提供 

道路管理者は、管理している道路について積雪等により渋滞等が発生した場合には、可能な限り今後の見通し

（渋滞が解消される見込み等）を発信するよう努める。情報発信は、道路管理者が自ら行うほか、国や県、市町

村、近隣の店舗、地域住民等とも連携して行う。 

また、管理している道路では直接の影響が生じていない場合であっても、接続している道路に支障が生じてい

る場合は情報の発信に努める。（例：迂回が可能な箇所に設置されている道路情報板により規制情報を提供） 

(４)地域住民と連携した情報提供 

市町村は、積雪等による渋滞が発生したことを覚知したときは、区長・自治会長を通じて、また、防災行政無

線（戸別受信機を含む）により適切に住民等に情報提供し、災害時支え愛活動が円滑に実施できるよう努める。

渋滞等が発生した後の立ち往生の長期化が発生した場合等の情報提供も同様とする。 

(５)店舗等と連携した情報提供 

国、県は、あらかじめ協力体制を構築したコンビニエンスストアやガソリンスタンド等に通行止め情報をＦＡ

Ｘ等により提供し、これらの店舗を通じて道路利用者への情報提供を行う。 

(６)通行規制に関する情報の留意点 

道路渋滞の今後の見通しや通行規制解除に関する情報は、状況を楽観的に捉えていたり、情報を正しく理解で

きていないドライバーが安易に渋滞箇所に流入し、状況を悪化させる、あるいは様々な誤解を生じる原因ともな

りかねないことから、特に一般向けの情報提供には細心の注意を払うよう努める。ただし、時機を失して状況悪

化を招かないよう、適宜適切な情報提供に努める。 

また、規制の情報（区間や期間など）が誤っていた場合、通行が可能と誤解した車両が流入したり、本来影響

のない地域での風評被害が発生するおそれがあるため、誤った情報を提供した場合には、速やかに訂正し周知を

図る。 

 

第９節 情報収集 

１ 被害状況等の把握 

(１)被害情報の収集 

国、県、市町村、消防局、警察、道路管理者、公共交通事業者、その他雪害に関する関係機関は、自らの現地

確認やライブカメラの監視等のほか、あらかじめ構築した情報収集網を活用し、迅速な被害状況等の把握に努め

る。 

(２)報道情報の活用及びＳＮＳ等による情報の収集 

県（危機管理部、令和の改新戦略本部）は、国、市町村、関係機関、県民等からの情報のほか、報道情報も注

視しながら現状の把握や情報収集に努める。特に、ＳＮＳにより発信・拡散されている情報については、真偽が

明らかでないものも含まれているが、真に救援が必要な当事者からの救援要請が含まれている可能性があるた

め、必要に応じてサイバーパトロール（ＳＮＳ情報を注視するとともに、当該情報に接した場合には、関係機関

への情報提供や、情報発信者との相互連絡を行う）を実施する。 

２ 情報の共有等 

(１)情報連絡員の派遣等 

国、県、市町村、関係機関は、災害対策本部が設置されたときなど必要に応じて、相互に情報連絡員を派遣す

る等し、状況の把握や連絡調整を行う。 

(２)関係機関相互の情報共有 

国、県、市町村、消防局、警察本部、関係機関は、情報連絡員による情報共有のほか、関係情報について相互

に提供し、情報共有を図る。主な情報共有すべき項目は次のとおりとする。 

ア 被害状況 

イ 通行規制等に関する情報（規制の見通し、滞留している車両数、混雑状況、除雪体制、迂回路の状況等） 

ウ 救援等対策に関する情報（物資提供等の車両への支援状況、車両への情報伝達状況、避難所等の開設状況、

人的支援などの応急対策の状況等） 

(３)立ち往生車両への支援に要する情報（第 10 節「被災者の救援・救助の実施」関係） 

国及び県（危機管理部、県土整備部）は、立ち往生車両の搭乗員への救援を円滑に行うため、沿線市町村に対

し、立ち往生が発生している箇所や車両の台数、開通見通し等の情報提供を行う。 

鉄道の乗客を避難所で受け入れること、物資提供が見込まれる場合もこれに準じて情報提供を行う。（県危機

管理部、地域社会振興部） 

(４)渋滞情報の報告 

市町村は、積雪等による渋滞が発生したことを覚知した際には、速やかに県（危機管理部）へ報告するものと

する。報告を受けた県（危機管理部）は、道路管理者や市町村と連携しながら、渋滞の現状や救援の要否、救援

実施状況などを把握し必要な対策を講じる。 
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(５)ホットラインの活用 

国、県（各関係部局）、市町村、消防局、警察本部、関係機関は、必要に応じ、予め作成したホットライン等

を活用し情報共有を行う。 

３ 県による情報の集約 

県（危機管理部）は、国、市町村、消防局、警察本部、関係機関等から情報を入手し、収集した情報を関係機関

等と情報共有を図る。 

 

第 10 節 被災者の救援・救助の実施 

１ 立ち往生車両への救助 

(１)救援・救助の実施主体 

豪雪に起因して発生した大規模な車両の立ち往生は、解消に長時間を要することが見込まれる上に厳冬期であ

ることから、巻き込まれている車両の搭乗者の生命及び身体に重大な危険が及ぶことが想定され、速やかな救

援・救助（本節において以下「救助」という。）を行うことが必要となる。 

豪雪による被害は災害対策基本法で災害のひとつとして位置づけられており、他の自然災害と同様に、第一次

的な防災上の責務を有している市町村が、その地域内において救助等を行う主体となる。（ただし、災害救助法

が適用となった場合には、同法による救助は県知事が行うこととなる。） 

ただし、本県においては、平成 22 年末から 23 年にかけて発生した豪雪被害、平成 28 年の鳥取県中部地震並

びに平成 29 年１月及び２月の豪雪時の地域住民の災害時支え愛活動を踏まえた対策として、大規模な車両の立

ち往生が発生した場合には国及び県と、現場に近い市町村が協力してその救助（物資の提供等）を行い、併せて

地域住民と連携することとしている。このため、本県における立ち往生車両への救助の実務としては、立ち往生

が発生している原因を勘案しながら、原則として国の直轄管理道路は国（中国地方整備局の所管事務所）が、県

管理道路は県が中心となって沿線の市町村と協力して対応することとし、市町村管理道路については当該市町村

が中心となって対応することとする。 

また、自動車専用道路については、当該道路管理者以外の者が容易に進入できない実情を踏まえ、道路管理者

からの支援要請があった場合に対応を調整する。 

なお、いずれの場合も、国、県、市町村が必要に応じて相互に協力・連携しながら実施するものとする。 

(２)救助の内容 

立ち往生車両への救助の内容は、概ね次のとおりとする。立ち往生が発生している道路の道路管理者は、県、

沿線市町村へ支援に必要な情報（立ち往生している車両の台数等）を詳細に提供するよう努め、市町村は、住民

の協力も得ながら可能な限り立ち往生車両の搭乗者の支援を行う。 

また、県は、道路管理者からの情報を基に、時機を失しない人的支援（救援物資の配布や、避難所への誘導に

要する要員等）や、立ち往生車両への物資（食料、飲料水、毛布、燃料等）の提供を行う。 

ア 情報の提供 

第８節「住民等への広報」２（２）による。なお、必要に応じてガソリンスタンドやコンビニエンスストア

等の店舗や、消防団、地域住民等に協力を求め、支援が必要な車両に対する情報提供を依頼する。 

イ 物資の提供（食料、飲料水、毛布など） 

立ち往生車両に対して物資（備蓄物資又は応急調達した物資）を配布する。又は、避難所等で物資を提供す

る。 

ウ 自動車の燃料の確保及び提供 

県（危機管理部、生活環境部）は、携行缶による燃料の提供を行うほか、鳥取県石油商業組合や近傍のガソ

リンスタンドへの協力を求め、店舗の営業時間の延長や、燃料の配達を依頼する。 

エ 避難所、休憩場所、トイレの提供 

（ア）市町村は、必要に応じて公設避難所を開設し、立ち往生車両の搭乗者を一時受け入れる。道路の沿線に多

数の施設が必要となることが想定されるため、必要に応じて指定避難所以外の公的施設等も活用する。 

（イ）市町村は、必要に応じ、防災行政無線での呼びかけや区長等への連絡を通じ、地域住民へトイレの貸し出

し等の協力を依頼する。 

（ウ）市町村は、住民が自主的に設ける避難のための施設（支え愛避難所）が設置されたことを覚知したときは、

当該施設が円滑に運用されるよう、必要に応じて物資や情報の提供など必要な支援を行うよう努める。 

オ 急病人等の救急搬送の手配 

市町村は、急病人や透析患者、乳幼児など、早急に移動することが必要な者の把握に努め、必要に応じて道

路管理者、警察、消防機関と連携し、救急搬送や医療機関等への受入を手配する。 

カ 現場情報の地域住民、市町村への提供 

立ち往生現場で除雪等を行っている者など、雪害現場で活動している者は、立ち往生の大規模化・長期化が

切迫しているなど雪害に関する情報を道路管理者に連絡するだけではなく当該地域の住民や店舗、市町村に対

しその状況を伝達することも考慮する。 

２ 公共交通の立ち往生発生時の対応 

公共交通事業者（空路の場合は空港管理者を含む）は、営業運行中に立ち往生車両等の発生や、運行停止による
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乗客の駅・空港への滞留が発生した場合、各々が定める計画等に基づき、乗客への食料・飲料水・毛布等の提供を

行うよう努める。また、乗客に体調不良が発生した場合等は、速やかに救急搬送を行うよう 119 番通報を行うとと

もに、その車両等の周辺の積雪の状況などの関連情報について把握している範囲で伝達するなど、必要な措置を迅

速に講じるものとする。 

３ 孤立発生時の救援 

第 12 節「孤立予想集落への対策」による。 

４ 要支援世帯への支援 

第 13 節「要支援世帯等への支援」による。 

５ 雪崩等による被災者への支援 

災害応急対策編（共通）第５部「避難対策計画」、第６部「医療救助計画」、第７部「交通・輸送計画」、第８部

「食糧・物資調達供給計画」、第９部「保健衛生対策計画」の各章による。 

＜主な記載内容＞ 

第５部「避難対策計画」 

・避難情報の伝達や避難誘導、避難所の設置、孤立集落が発生した場合の対策などについて記載 

第６部「医療救助計画」 

・医療や助産の体制確保、傷病者や急病人の搬送、行方不明者の捜索などについて記載 

第７部「交通・輸送計画」 

・緊急輸送（人・物）の実施、障害物（積雪、土砂等）の除去や交通規制の実施、ヘリコプターの活用など

について記載 

第８部「食糧・物資調達供給計画」 

・食料、飲料水、生活関連物資（毛布、暖房機等）の確保や調達、供与などについて記載 

第９部「保健衛生対策計画」 

・トイレの確保や入浴の支援、障害物（雪や土砂等）の撤去、感染症対策などについて記載 

 

第 11 節 医療及び福祉サービスの確保 

１ 豪雪や寒波に係る注意喚起 

県（福祉保健部、子ども家庭部）は、豪雪や寒波のおそれがある場合には、必要に応じ、福祉施設や医療機関等

に対し、最新の気象情報に留意するとともに、大雪や寒波に対する警戒を行い、以下に例示する必要な対策を講じ

るよう注意喚起を行う。 

ア 水道管等の凍結防止 

イ 断水・停電時のライフライン事業者等への連絡体制の確認 

ウ 豪雪等の場合の組織内及び、関係機関との連絡体制の再確認 

エ 職員体制、物資（食料、飲料水、医薬品等）の確保 

オ 施設周辺の除雪 

２ 医療体制の確保 

(１)透析患者等への対応 

ア 透析患者への医療の確保 

県（福祉保健部）は、豪雪が予想される際には、あらかじめ医療機関に対し、患者の状況確認を行った上で、

治療の前倒しや翌日への延期、通院可能な範囲への宿泊等の対応を患者と相談しておくよう依頼する。 

また、必要に応じ、災害医療コーディネーターに協力を要請する。 

イ 透析患者、人工呼吸器等の使用者の安否確認 

県（福祉保健部）及び市町村、医療機関等は、相互に協力し、必要に応じて透析患者や人工呼吸器使用者等

の安否の確認を行う。 

ウ 移動困難時の対応 

県（福祉保健部）及び市町村は、豪雪により医療機関への移動が困難な場合には、医療機関、消防機関、道

路管理者等と調整・協力し、県内外の医療機関への救急搬送や、通行道路の除雪などにより治療が受けられる

よう対応する。 

(２)救急搬送 

消防機関、医療機関は、要請基準に照らし、必要に応じてドクターヘリ等の空路搬送を要請する。また、県（福

祉保健部）又は市町村は、必要に応じて消防局に救急車による陸路搬送又はドクターヘリ等の空路搬送を要請す

るものとし、その際の地上支援（除雪等）に協力するものとする。 

(３)その他一般事項 

災害応急対策編（共通）第６部第１章「医療（助産）救護の実施」及び第２章「搬送の実施」による。 

＜主な記載内容＞ 

・県、市町村、医療機関等の医療救護の体制、医療救護班等の派遣、医薬品の確保や調達の体制 など 

・傷病者等の広域搬送も含めた医療機関への搬送の実施 など 
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３ 福祉サービス等の確保 

県（福祉保健部、子ども家庭部）及び市町村は、豪雪時に社会福祉施設等の入所者について救急搬送等を要する

事態が生じた場合に備え、消防局や社会福祉施設、道路管理者等との調整を密にし、必要に応じて周辺道路の除雪

や救急搬送の調整・要請を行う。 

 

第 12 節 孤立予想集落への対策 

１ 孤立状況の把握 

災害応急対策編（共通）第５部第３章「孤立発生時の応急対策」第２節「孤立状況の把握」による。 

＜主な記載内容＞ 

・県や市町村は、孤立原因、通信状況、ライフラインの途絶の有無、孤立集落内の傷病者や通院者の有無等

の状況把握を行い、関係機関との情報共有に努める。 

２ 孤立原因の解消（道路啓開） 

(１)孤立原因の解消は最優先事項であるため、道路管理者をはじめ、県、市町村、ライフライン事業者その他関係

機関は現地での打合せ等を通じて、早い段階で現地での連絡体制の構築や対応方針のすり合わせ、関係者間の

情報共有に努め、対応に当たるものとする。なお、県、市町村は、除雪や倒木除去等に当たっては、必要に応じ

て、あらかじめ締結した応援協定等を活用した応援要請についても検討するものとする。 

(２)道路管理者は、孤立の原因となっている又は原因のおそれとなる障害物（雪や倒竹木、土砂など）がある場合 

には、早急に除雪や撤去を行うよう手配する。また、現地の作業員の安全確保に十分留意するとともに、感電の

おそれがある切断電線などがある場合は、ライフライン事業者との連携を密にし、迅速な対応を図る。 

(３)市町村は、緊急性が高い場合で、かつ、除雪能力の不足等により他に代わる手段が確保できない場合には、自

衛隊の派遣要請も検討し、必要に応じて県へ要請を行う。 

３ 物資の提供 

(１)市町村は、ライフライン障害の発生時等、必要に応じ、食料や飲料水、通信機、発電機、ストーブ、暖房用燃

料などの提供を行う。また、必要に応じて県（危機管理部）へ応援を要請し、要請を受けた県は、備蓄物資（県

と市町村との連携備蓄を含む）や協定に基づく応急調達等により対応する。 

(２)物理的な孤立に加えて情報面の孤立が発生しないよう、固定電話、携帯電話、防災行政無線等の電源確保のた

めの対策にも配慮する。 

(３)なお、物資の提供については、調達に時間を要することがあるため、空振りとなる可能性を厭うことなく、早

期に手配を開始するよう努める。 

４ 避難所の開設 

(１)市町村は、孤立が発生するおそれがある場合等には、必要に応じて集落外に避難所を開設して住民に事前の

避難を促す。 

(２)孤立した場合で、ライフラインの途絶等により居宅に留まることが適当でない場合等の避難所は、集落内に適 

当な施設がある場合には、集落内の住民にも運営協力を求めて当該施設を活用する。適当な施設がない場合や、

孤立集落内に滞在させることが適当ではない場合には、集落外に避難所を開設して避難するよう促す。 

５ 急病人等の緊急搬送 

孤立時に急病人が発生し、緊急の輸送が必要な場合は、市町村、消防局及び県（危機管理部）は、ヘリコプター

による緊急輸送の要請、調整及び輸送を行う。市町村は、必要に応じ地域住民の協力を得て、ヘリポートの除雪を

行う等、緊急搬送が円滑に行われるよう努める。 

６ ライフライン事業者との連携 

県、市町村は、ライフライン事業者と連携・協力し、次に例示する対策の実施に努める。（第 15 節「ライフライ

ン確保対策」参照） 

ア 孤立集落の発生状況、ライフラインの状況に係る情報共有 

イ 孤立集落のライフラインの復旧 

ウ ライフライン復旧に必要な除雪等の支援 

エ その他孤立集落の解消に必要な事項の支援 

 

第 13 節 要支援世帯等への支援 

１ 安否の確認 

ライフラインの途絶や屋根の積雪などが発生した場合、高齢者世帯等の要支援世帯では自助による改善が極めて

困難であることが予想されるとともに、速やかに改善を図らなければ生命に危険が及ぶおそれが生じる場合があ

る。このため、市町村は、自治会などの協力も得て、速やかに対象世帯の安否確認を行う。 

安否確認の方法は、市町村が各世帯に電話等により直接確認を行うほか、消防団、自主防災組織、市町村社会福

祉協議会、町内会長や民生委員、中山間集落見守り活動協定を締結した企業等と連携して行う等、地域の実情に応

じたものとし、必要に応じて警察本部とも連携して行う。 

なお、市町村は、安否確認を目的として、避難行動要支援者名簿等を内部利用することができる。 
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２ 除雪の支援 

市町村は、積雪により家屋の倒壊や、外部との途絶が危惧される要支援世帯等（大雪により、自力での除雪が困

難であり安全上急を要すると市町村が判断する地区を含む。）に対し、除雪の支援を行う。実施に当たっては、必

要に応じて県や関係団体と連携し、市町村や市町村社会福祉協議会による除雪ボランティア活動や、地域住民によ

る災害時支え愛活動、建設事業者のあっせん等、地域の実情に応じた体制により行う。 

３ 買物支援 

市町村は、積雪により外出が困難となった要支援世帯に対し、市町村社会福祉協議会等の福祉関係機関、地域住

民による災害時支え愛活動等と連携し、買物の支援に努める。 

４ ライフライン途絶への対応 

市町村は、ライフラインが途絶している場合等には、必要に応じて避難所を開設して避難を促す。避難の実施に

当たっては、必要に応じて避難行動の支援を行う。 

５ 応援の要請 

市町村は、必要に応じて、県（危機管理部）へ応援を要請する。 

 

第 14 節 帰宅困難者への支援 

災害応急対策編（共通）第５部第３章「孤立発生時の応急対策」第３節４「帰宅困難者の支援」による。 

＜主な記載内容＞ 

・県、市町村は、帰宅困難者に対し情報の提供、避難所の開設等の支援に努める 

 

第 15 節 ライフライン確保対策 

１ 豪雪・寒波が予想される場合 

(１)除雪等の実施 

各ライフライン事業者は、設備の破損や機能障害などの被害防止のため、施設や設備周辺の除雪、着雪の排

除、凍結の防止等の対策の実施に努める。 

(２)水道管凍結への備え 

県（危機管理部、生活環境部）、市町村、水道事業者は、寒波が予想される場合には、水道管凍結防止に関す

る広報を行うよう努める。（第８節「住民等への広報」１「豪雪のおそれがある場合の広報」参照。） 

２ 被害が発生した場合の対策 

(１)早期の復旧 

各ライフライン事業者は、管理施設に支障が生じた場合、次の対策の実施に努める。 

ア 被害状況の把握 

イ 県に情報提供するとともに、住民への周知（可能な限り復旧見込みを明らかにする） 

※特に 100 戸以上に影響が生じるような場合（１時間以内に復旧する場合を除く）は、県民生活への影響が大

きいと考えられるため、覚知後直ちに報告。 

ウ 早期の復旧 

エ 資機材や要員が不足する場合、メーカー、施工者、関係会社等に支援を要請 

オ その他、災害応急対策編（共通）第 15 部「ライフライン対策計画」各章による。 

＜主な記載内容＞ 

・各ライフライン事業者（電気、ガス、水道、下水道、固定電話、携帯電話）による応急的な対応策、広報、

早期復旧、県などの関係機関との連携などについて記載 

(２)県による状況の把握 

県（危機管理部ほか関係部局）は、県内のライフラインの状況について把握する。 

また、孤立集落の発生を覚知した場合には、県（危機管理部）とライフライン事業者とは、相互に情報提供を

行うよう努める。 

(３)復旧作業への配慮 

道路管理者は、ライフライン事業者と連携し、必要に応じて復旧作業箇所への経路の優先除雪を行う等の協力

に努める。 

(４)孤立集落及び医療機関への対応 

孤立集落や医療機関についてはライフラインの途絶による影響が特に大きいことが想定されるため、県（各関

係部局）は、必要に応じてライフライン事業者に対して早期の復旧又は仮復旧を依頼する。ライフライン事業者

は、可能な限り迅速に対応するよう努める。 

 

第 16 節 農林水産業被害対策 

１ 豪雪が予想される場合の事前対策 

県（農林水産部）は、市町村や業種団体等と連携し、生産者、農業用用排水路管理者等に対して緊急に果樹、設

備・施設等の点検や補強、保温対策、落雪・倒木等による水路の閉塞防止対策等を行うよう注意喚起を行う。（農

産、林産、水産、畜産共通） 
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また、水産業については、漁船の沈没や破損防止のため、漁船の陸揚げ等を行うよう指導する。 

なお、危険性が高く事故発生のおそれがある場合には、無理な収穫、点検等の作業等を行わないように指導する。 

２ 豪雪被害が生じた場合の対策 

県（農林水産部）は、豪雪が発生した場合には、関係団体、関係機関と連携し、できる限り速やかに被害状況を

把握するよう努める。被害が発生した場合には、その規模や必要性に応じて、次のような復旧支援策等を講じるも

のとする。 

(１)農林水産関連施設の倒壊、破損、漁船の沈没等に対する支援 

(２)援農隊の派遣 

(３)雪害生産物等の販売支援 

(４)経営の立て直しが必要な生産者等に対する融資等の経営支援 

(５)漁船等が沈没した場合には、その状況に応じ、関係機関と連携して排出油への対応 

 

第 17 節 学校の安全対策 

１ 学校の休校等 

学校長は、気象状況や道路の除雪状況、交通機関の運行状況などを勘案し、必要に応じて臨時休校等の措置を講

じる。 

２ 県による注意喚起 

県（教育委員会、総務部）は、豪雪のおそれがある場合、学校・教育機関（公立・私立のいずれも）に対し、気

象情報等を提供するとともに、児童生徒等の安全確保、施設整備の被害防止等について注意喚起を行う。 

 

第 18 節 観光対策 

１ 県による注意喚起 

県（輝く鳥取創造本部）は、豪雪のおそれがある場合、必要に応じて気象・交通情報・道路の積雪状況等を県内

外に発信するよう努める。 

２ 雪害による影響等の把握 

(１)県（輝く鳥取創造本部）は、豪雪による被害が発生したときは、以下の項目について情報を収集し、必要に応

じて県ホームページ等で周知を図る。 

ア 観光施設等のイベントの中止や営業・臨時休業等の状況 

イ 県内発着の国際航空便の運行状況 

(２)県（輝く鳥取創造本部）は、旅館組合等を通じてホテル等のキャンセルの発生状況を確認し、必要に応じて応

急的な対策を実施、事後の支援策等について検討を行う。 

３ 風評被害等の防止 

県（輝く鳥取創造本部）は、観光施設等について正しい情報を発信するため、必要に応じて観光施設が通常営業

していることや、道路の復旧状況等についてインターネット、マスメディア、キャラバン活動等を通じて次のよう

なＰＲを行う。 

(１)施設や周辺道路等に被害が発生して休業等した場合は、営業再開後に再開した旨の情報発信 

(２)被害や影響がない場合には、通常営業している旨の情報発信 

 

第 19 節 企業経営支援対策 

１ 県による注意喚起等 

県（商工労働部）は、豪雪のおそれがある場合、市町村や商工団体を通じ、県内企業に雪害への備えを取るよう

注意喚起を行うとともに、道路情報の入手方法等の周知に努める。 

２ 雪害による影響等の把握 

(１)県（商工労働部）は、豪雪による被害が発生したときは、以下に例示する県内の商工業に与えた影響等を調

査し、必要に応じて支援策等について検討を行う。 

ア 物流事業者への影響（集荷・集配の遅延等） 

イ 卸・小売り等のサービス業への影響（施設被害、従業員の出勤・帰宅、仕入れの遅れ、商品廃棄等による被

害、機会損失等） 

ウ 製造業等への影響（施設被害、従業員の出勤・帰宅、資材・製品の入出荷等） 

エ 商工団体・金融機関等への資金繰り等の相談状況 

３ 復旧・資金繰りの支援 

県（商工労働部）は、必要に応じて速やかに災害等緊急対策資金等により豪雪に伴う対応ができるよう措置し、

企業の経営安定化を支援する。また、必要に応じてその他の支援措置について検討を行う。 

 

第 20 節 災害救助法の適用 

１ 災害救助法の適用 

(１)災害救助法適用の早期判断 
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雪害の場合でも、住民の生命又は身体に危険が生じるおそれがある場合には、必要に応じて知事の判断により

災害救助法を適用することが可能であるので、県は、市町村の意見を聴きながら、早期に適用の判断を行うよう

努める。 

なお、災害救助法を適用した場合、応急救助の一環で、障害物の除去として実施した家屋の雪下ろしの費用に

ついては、国庫補助の対象となり得るので留意するものとする。 

(２)災害救助法の適用基準 

災害救助法の適用基準は、災害応急対策編（共通）第１部第２章「災害救助法の適用」による。なお、適用基

準は住家の滅失数のほか、雪害に関連するものとしては次の基準が設けられている。 

【災害救助法施行令第１条第１項第４号関係】 

多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合で次の基準に該当するもの。 

・災害が発生し、又は発生するおそれのある地域に所在する多数の者が、避難して継続的に救助を必要とする

こと。（具体例として、豪雪により多数の者が危険状態となる場合（平年に比して短期間の異常な降雪及び

積雪による住家の倒壊等又は危険性の増大、平年孤立したことのない集落の交通途絶による孤立化、雪崩発

生による人命及び住家被害の発生）） 
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大規模事故対策編 第１部 災害予防計画 

第１章 大規模事故予防体制の整備 

（県危機管理部、県地域社会振興部、県農林水産部、県県土整備部、市町村、警察本部、その他関係機関） 

 

第１節 目的 

 この計画は、県、市町村、防災関係機関等が大規模事故に対する平時の備えを充実させ、大規模事故災害による

被害を防止することを目的とする。  

 

第２節 想定される大規模事故 

１ 想定される大規模事故の種類 

 この計画において、発生を想定しあらかじめ対策を講じる大規模事故の種類は以下のとおりとする。 

(１)道路災害 

(２)鉄道災害 

(３)航空災害 

(４)海上災害 

(５)危険物等の災害 

(６)その他人的又は社会的影響の大きな災害 

２ 想定される大規模事故の規模 

 この計画で想定する大規模事故の規模については、平常の事故対応によりがたい程度の多数の人的・物的被害

が発生又は発生したおそれがある場合とする。 

 

第３節 防災体制の整備 

１ 各機関の防災体制 

 県、市町村、警察本部、消防局等の防災関係機関は、大規模事故の発生防止及び被害拡大の抑制のため、平時

から各々の体制や防災対策及び各機関の災害現場における活動調整の体制を整備するとともに、防災会議や防災

関係機関情報交換会等を通じ、相互の協力体制を整備するよう努めるものとする。 

２ 応急対策体制の研究・点検・整備 

(１)人員・体制・資機材の分析・研究 

 大規模事故については、いつ、どこで、どのような規模で起きるのか予見しづらく平常時の人員・体制・資

機材では対応できないことが予測されるため、県、市町村、警察本部、消防局等の防災関係機関は、平時から

大規模事故等の事例の分析等を行い、大規模事故発生時の迅速に応急対策を実施できる体制の構築に努める。 

(２)災害情報の伝達経路の点検 

 大規模事故発生時には、迅速な対策実施のため、迅速かつ適確に防災関係機関に情報を伝達し共有を行う必

要があることから、県、市町村、警察本部、消防局等の防災関係機関は、平時から、災害情報の伝達経路の点

検を行い、大規模事故発生時の迅速に応急対策を実施できる体制の構築に努める。 

(３)訓練を通じた検証 

 県、市町村、警察本部、消防局等の防災関係機関は、応急対策体制及び災害情報の伝達ルートについて訓練

等を通じて体制の検証を行い、実効性のある応急対策の体制を整備するものとする。 

 

第４節 地域の協力体制の構築 

 鉄道事故等に見られるような局地的に発生した大規模事故の初動対応については、消防団、自主防災組織、民間

事業所等、地域の協力が有効かつ不可欠であることから、県及び市町村は、地域防災力の向上を図るとともに、大

規模事故に対する地域の協力体制の構築に努めるものとする。（災害予防編（共通）第 10 部第１章「民間との防

災協力体制の整備」参照） 

 

第５節 市町村地域防災計画に定める事項 

 県地域防災計画に基づき市町村地域防災計画に定めるべき事項のうち、この章の記載事項に関連するものは以下

のとおりである。 

１ 大規模事故対応体制の整備 

２ 大規模事故に対する地域の協力体制の整備 
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第２章 大規模道路災害の予防 

（県県土整備部、市町村、警察本部、消防局、中国地方整備局、西日本高速道路） 

 

第１節 目的 

 この計画は、道路における車両の衝突、火災等及びトンネル等の道路構造物の被災等による多数の死傷者の発生

といった大規模な道路災害を防止することを目的とする。 

 

第２節 災害予防対策の推進 

１ 道路管理者の措置 

 道路管理者は、次の事項に留意し道路交通の安全のための情報の充実に努めるものとする。 

(１)気象に関する情報等を有効活用し、必要に応じて事前通行規制を行う。 

(２)道路施設の異常を早期に発見するための情報収集の体制整備に努める。 

(３)道路施設に異常が発見された場合に、速やかに応急対策を講じるための体制整備に努める。 

(４)道路等に異常が発見され災害が発生するおそれがある場合、速やかに道路利用者等に対して情報を提供する

体制の整備に努める。 

２ 警察本部の措置 

 警察本部は、次の事項に留意し道路交通の安全を確保するための情報の充実に努めるものとする。 

(１)道路交通の安全にかかる情報収集及び連絡体制の整備を図る。 

(２)交通安全施設等に異常が発見され災害が発生するおそれがある場合、速やかに道路利用者等に対して情報を

提供する体制の整備に努める。 

３ 落石対策 

(１)道路管理者は落石危険箇所の把握及び整備に努め、落石による事故の防止に努めるものとする。 

(２)また、警察本部及び消防局等の防災関係機関及び道路管理者は、平素から落石の発見及び情報伝達の体制に

ついて整備しておくものとする。特に道路に平行して鉄道が敷設されている場合の鉄道事業者への連絡体制に

留意する。 

 

第３節 市町村地域防災計画に定める事項 

 県地域防災計画に基づき市町村地域防災計画に定めるべき事項のうち、この章の記載事項に関連するものは以下

のとおりである。 

１ 市町村管理道に係る道路交通安全のための情報の充実 

２ 市町村管理道に係る落石危険箇所の把握及び整備 
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第３章 大規模鉄道災害の予防 

（ＪＲ西日本、智頭急行、若桜鉄道、県輝く鳥取創造本部、消防局、警察本部） 

 

第１節 目的 

 この計画は、鉄道事故による多数の死傷者の発生を防止するための体制を整備することを目的とする。 

 

第２節 災害予防対策の推進 

１ 鉄道事業者の災害予防対策 

 鉄道事業者は、関係機関の協力のもとに次の諸対策を行うものとし、鉄道事故を防止する観点から、現状の体

制で安全性が十分に確保できているか常時点検を行い、必要に応じて随時安全対策の強化を図るものとする。 

(１)共通的な対策 

ア 鉄道施設の保守整備に努める。（線路斜面の落石の防止等） 

イ 鉄道交通の安全に係る気象現象、予警報等の情報を適切に入手し、活用に努める。 

ウ 迅速かつ的確な運行指令体制の整備や、乗務員に対する科学的な適性検査の定期的な実施等、鉄道の安全

な運行の確保に努める。 

エ 県、警察本部、消防局、防災関係機関等との情報連絡や情報共有体制の整備に努める。特に、軌道内にお

ける消防局の救助活動等の安全確保や、傷病者の搬送体制確保のため、消防局との緊密な連携・協力体制の

確保に努める。 

オ 鉄道車両の技術上の基準への適合性を維持する等、車両の安全性の確保に努める。 

カ 踏切事故に関する知識を広く一般に普及し、踏切保安設備の整備等を計画的に推進する等、踏切道におけ

る交通の安全確保に努める。 

キ 強風対策のため、警報機能を付加した風速計を適切な位置に設置し、風速に応じた適切な運行の確保に努

める。 

ク 過去の鉄道事故を踏まえた再発防止対策を実施し、安全性の向上に努める。 

ケ 乗務員及び保安要員に対する教育訓練に努める。 

コ 異常時における関係列車の停止手配の確実な実施ができる体制の整備に努める。 

サ 担架、医薬品等の救急用資材の整備に努める。 

シ 緊急時における車両内や駅構内の乗客等の避難誘導体制の整備に努める。 

ス 列車事故の発生防止又は列車事故に係る被害の拡大防止に関する訓練を定期的に実施し、災害対応能力の

向上に努める。必要に応じ、県、警察、消防局、その他防災関係機関と合同で訓練を実施し、災害発生時の

連携・協力体制の確保に努める。 

(２)ＪＲ西日本 

 平成 17 年５月にＪＲ西日本が取りまとめた「安全性向上計画」を遵守し、鉄道事故の発生防止や安全性向

上に取り組むものとし、具体的な行動計画の進ちょくを図るものとする。 

 なお、当該計画に定める基本理念は、以下に掲げるとおりである。 

ア 安全が何よりも優先すべきであることを、会社として徹底する。 

イ 現場と本社との一体感を強化すべく、トップ自らが現場に出向き、双方向のコミュニケーションに努め、

風通しの良い職場づくりに努める。 

ウ 安全を支える現場において、上司・部下のコミュニケーションにより、信頼関係を構築する。 

エ 安全対策・事故防止策の推進に当たっては、原因並びに背景を根本に遡って分析した上で、対策を確立し

ていく。 

オ ハード面における安全対策について、全力を挙げて推進する。 

(３)智頭急行、若桜鉄道 

 上記のＪＲ西日本の安全対策を参考に、必要な災害予防対策を実施するものとする。 

２ 落石・倒木対策 

(１)線路斜面の落石・倒木は脱線等の原因となるので、鉄道事業者は落石・倒木危険箇所の把握及び整備に努

め、落石・倒木による事故の防止に努めるものとする。 

(２)また、県、市町村、警察本部及び消防局等の関係機関及び鉄道事業者は、平素から落石・倒木の発見及び情

報伝達の体制を整備しておくものとする。特に鉄道に平行する道路がある場合の道路管理者への連絡体制に

留意する。 

３ 鉄道災害の安全管理体制の整備 

 消防局及び鉄道事業者は、鉄道災害が発生した場合に迅速かつ効果的な救助活動を実施するため、協定の締結

等により次に掲げる事項について体制を整備するものとする。 

(１)鉄道事業者から消防局への事故通報 

(２)二次災害の防止 

(３)救助隊の現場誘導 
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(４)乗客の避難誘導 

(５)電源等の安全管理 

(６)救助活動における車両の一部破損、ジャッキアップ等 

(７)特殊な場所への進入 

(８)救助資機材の調達 

(９)大規模災害時の対応 

(10)訓練の実施 

 

第３節 市町村地域防災計画に定める事項 

 県地域防災計画に基づき市町村地域防災計画に定めるべき事項のうち、この章の記載事項に関連するものは以下

のとおりである。 

１ 落石・倒木の発見及び情報伝達体制の整備 
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第４章 航空機災害等の予防 

（大阪航空局、県輝く鳥取創造本部、県県土整備部、警察本部） 

 

第１節 目的 

 この計画は、航空機事故等による災害を予防するための体制の整備について定めることを目的とする。 

 

第２節 災害予防対策の推進 

１ 鳥取空港 

 鳥取空港の設置管理者は、関係機関の協力のもとに次の諸対策を行うものとする。 

(１)空港内関係機関で構成する自衛消防組織の強化に努める。 

(２)化学消防車、防火水槽、化学消火薬剤等の消防設備及び機材の整備を図る。 

(３)担架、医薬品等の救急用資材の整備を図る。 

(４)鳥取空港災害対策緊急計画連絡協議会の設置 

ア 航空機災害対応に関する連携と調整 

イ 鳥取空港消火救難総合訓練の実施 

ウ 鳥取空港災害対策緊急計画の運用及び検証 

エ 空港慣熟のための訓練などの実施 

(５)関係機関の協力を得るため、消火救難活動に関する応援協定等を締結する。 

(６)空港保安委員会の設置 

・航空犯罪（ハイジャック等）の未然防止、発生時の処理体制の研究討議等のため組織 

・地方管理空港運営権者、警察本部、消防等の機関で組織。緊急時の連絡体制を確保 

２ 美保飛行場（民航地区） 

 美保飛行場（民航地区）の設置管理者は、関係機関の協力のもとに次の諸対策を行うものとする。 

(１)空港内関係機関で構成する自衛消防組織の強化に努める。 

(２)担架、医薬品等の救急用資材の整備を図る。 

(３)消火救難活動に必要な知識、技能を習得するため、平素から被害想定に基づいた訓練を実施する。 

(４)関係機関の協力を得るため、消火救難活動に関する応援協定等を締結する。 

(５)空港保安委員会の設置 

・航空犯罪（ハイジャック等）の未然防止、発生時の処理体制の研究討議等のため組織 

・空港事務所、警察、航空自衛隊、ＣＩＱ、航空会社等の機関で組織。緊急時の連絡体制を確保 

 

第３節 市町村地域防災計画に定める事項 

 県地域防災計画に基づき市町村地域防災計画に定めるべき事項について、本章においては特に該当は無い。 
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第５章 海上災害の予防 

（第八管区海上保安本部、県危機管理部、県農林水産部、県県土整備部、市町村） 

 

第１節 目的 

 この計画は、船舶の座礁、衝突事故や油流出等の海上災害を防止するための体制を整備することを目的とする。 

 

第２節 災害予防対策の推進 

１ 海上事故等の予防 

 海上運送事業者、第八管区海上保安本部をはじめ関係機関は、海上災害の防止のため、次の事項に留意するも

のとする。 

(１)海上交通の安全のための情報の充実（情報提供） 

ア 各機関は、気象警報等及び津波警報等並びに危機管理情報等海上交通の安全のための情報について船舶に

伝達する。 

イ 漁船への情報の伝達については、鳥取県無線漁業協同組合を通じ漁業無線を活用して行う。 

(２)船舶の安全な運航 

(３)船舶の安全性の確保 

(４)海上交通環境の整備 

(５)海上防災に関する研究及び再発防止策の推進 

２ 海上等流出油災害予防 

(１)防除資機材の整備 

 大規模な流出油による海上災害に備え、防災関係機関、市町村、関係企業、漁業団体等は、オイルフェン

ス、油吸着材、油処理剤その他必要な油処理機材を整備する。 

(２)防災関係機関との連携 

 県（危機管理部）は、関係市町村や第八管区海上保安本部、山陰沖排出油等防除協議会などの関係機関と相

互に緊密な協力体制を確立し、役割分担、要請手続、要請内容等についてあらかじめ協議するなど事故発生時

の迅速な対応の確立に努めるものとする。 

(３)防災訓練の実施 

 県は、関係機関相互の連携が的確になされるよう油防除に係る防災訓練を実施するものとする。 

(４)補償対策の充実強化 

 県は、船舶油濁等損害賠償保障法などの油濁損害に対する補償制度に関する情報（補償制度の概要、請求

先、請求手続、補償対象となる費用など）を収集・整理し、関係機関への周知に努めるものとする。 

(５)海上等流出油等を発見時の通報窓口の周知 

 県、市町村、関係機関は、海上等流出油及び海岸に漂着した油を発見した際の通報窓口について、住民にあ

らかじめ周知を図る。（通報窓口：海上保安庁（118）、市町村） 

３ 危険物質等の流出予防 

 県、沿岸市町村、第八管区海上保安本部、防災関係機関は、危険物等が大量流出した場合に備えて、防除活動

及び避難誘導活動を行うための体制の整備や必要な資機材の整備に努める。 

４ 日本海西部における危機管理体制の構築 

 県（危機管理部）は、日本海西部における危機等に対する備えと適切かつ円滑な対応に万全を期すため、日本

海西部沿岸府県・危機管理関係機関連絡会議を通じ、日本海西部沿岸５府県（福井県・京都府・兵庫県・鳥取

県・島根県）、第八管区海上保安本部、海上自衛隊舞鶴地方総監部と相互連携体制を構築する。 

 

第３節 市町村地域防災計画に定める事項 

 県地域防災計画に基づき市町村地域防災計画に定めるべき事項のうち、この章の記載事項に関連するものは以下

のとおりである。 

１ 流出油防除資機材の整備 

２ 海上等流出油等を発見時の通報窓口の周知 
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第６章 危険物等災害の予防 

（県危機管理部、県福祉保健部、警察本部、消防局、関係団体、事業者） 

 

第１節 目的 

 この計画は、危険物等による人命、建造物等の災害を予防するため、施設の整備及び対策を図ることを目的とす

る。 

 

第２節 危険物事故災害対策 

１ 災害予防対策の推進 

(１)施設の現況 

 県下における危険物施設の現況は、資料編のとおりである。 

 なお、この節において危険物とは、消防法別表の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性

質欄に掲げる性状を有するものをいう。 

(２)危険物規制法令遵守の指導 

 消防局は、危険物施設に対し必要に応じて立入検査を実施し、危険物施設における安全確保のため、次につ

いて指導するものとし、危険物施設の所有者、管理者等は、当該事項を実施するよう努めなければならない。 

ア 危険物製造所等の位置、構造及び設備に係る技術上の基準の適合・維持の遵守 

イ 危険物保安監督者の選任の励行 

ウ 危険物取扱者等による貯蔵及び取扱の保安監督の励行 

エ 危険物取扱者等による施設点検の励行 

オ 消火、警報設備の維持及び点検 

カ 危険物運搬の安全確保 

(ア)危険物を車両で運搬する場合、危険物取扱者の同乗方を指導するものとする。 

(イ)危険物の容器、積載方法及び運搬方法の技術基準の遵守について指導するものとする。 

(ウ)消火設備の設置について指導するものとする。 

キ 保安教育の実施 

(ア)危険物施設の所有者、管理者等に危険物の貯蔵及び取扱いに従事する者の保安教育を実施するよう指導

するものとする。 

(イ)一定規模以上の製造所等にあっては、自衛消防組織の設置又は予防規程を定め、災害予防対策の万全を

期するよう指導するものとする。 

(３)危険物の災害予防対策 

 県、各消防局及び関係団体は、消防庁が作成した危険物事故防止基本指針・アクションプランに基づき危険

物の事故防止を推進していくものとする。また、事故防止連絡会を開催し、各消防局及び関係団体における情

報の共有化、共通の認識に基づく事故防止対策の推進を実施するものとする。 

 消防局は、立入検査等の機会を利用して、危険物施設における災害に対する措置についても指導するものと

する。また、危険物施設の所有者、管理者等は、災害対策に万全を期するよう努めなければならない。 

 危険物施設における災害に対する措置の主な指導事項は次のとおり。 

ア 施設の耐震化の推進 

施設の設計を耐震構造にする等防災措置を講ずること。 

危険物の貯蔵取扱い設備は、特に通常の建築物、工作物より一段と堅ろうな耐震構造とすること。 

イ 地震防災教育・地震防災訓練の実施 

ウ 自主保安体制の充実 

 一定規模以上の製造所等については、自衛消防隊を編成し、化学消防車を備え、自衛消防組織を確立する

とともに、集団的に危険物施設のある区域にあっては、単一の組合組織に統一し、消防体制の万全を期する

こと。 

エ 化学消火薬剤の備蓄 

  消火剤の備蓄を図り、集団的に危険物施設のある区域にあっては、前項の組合組織の一元的管理下に置

き、老朽消火原液の更新がスムーズに行われるよう指導する。 

オ 防災資機材の整備 

 

第３節 高圧ガス事故災害対策 

１ 災害予防対策の推進 

(１)施設の現況 

 県下における高圧ガス事業者の現況は、資料編のとおりである。 

(２)災害予防対策 

  県は、高圧ガスによる災害を防止するため、関係保安法規に基づき次の措置を講ずるものとする。 
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ア 立入検査等の実施 

(ア)高圧ガス施設の完成時における完成検査の厳正を期する。 

(イ)高圧ガス施設の定期的保安検査を実施する。 

(ウ)高圧ガス施設及び容器製造事業者、消費者について必要に応じ立入検査を実施し、不良容器の排除、取

扱いの適正化を指導する。 

(エ)危害予防規程の遵守状況を把握し、その適正運営を指導する。 

イ 定期的自主検査等の実施 

(ア)高圧ガス製造事業者等に対し、法の規定に基づく定期的自主検査の実施を指導する。 

(イ)関係保安法規の遵守徹底について、講習会、研修会等を開催し、又は高圧ガス保安協会を通じ、関係者

に周知徹底させる。 

(ウ)製造事業者等に保安教育計画を作成させ、これに基づく従業員に対する保安教育を徹底し、高圧ガス関

係者の保安意識の高揚を図る。 

 

第４節 都市ガス事故対策 

１ 災害予防対策の推進 

(１)施設の概況 

 県下における都市ガス施設の現況は、資料編のとおりである。 

(２)災害予防対策 

   ガス事業者は、都市ガスによる災害を防止するため、関係保安法規等に基づき次の措置を講ずるものとす

る。 

ア 製造設備に対する保安対策 

(ア)設備建設時の措置 

 設備の建設に当たっては、計画、施行、検査等にわたりすべての安全、保安に関する法令、基準及び事

業所の作業基準にしたがって実施する。 

(イ)設備の点検、整備及び運転 

 設備の点検、整備を定期的に実施するとともに、日常の運転は操作基準にしたがって行う。 

イ 供給設備に対する保安対策 

(ア)供給設備に対しては、計画的に各事業所の調査実施基準によって調査点検を励行し、ガス導管の整備に

努めるとともに、ガスの取り扱い等につき絶えず住民にＰＲし、防災知識の普及に努めるものとする。 

(イ)住民等がガス漏れを発見した場合は、速やかにガス事業者、警察若しくは消防に通報するよう住民等に

対し周知徹底を図るものとする。 

(ウ)ガス事業者は、災害時の緊急出動体制を整えておくものとする。 

ウ ガス導管の他工事に起因する事故防止対策 

 他工事に起因するガス導管の事故防止対策としては、情報の収集を図り他工事の事業者と連絡を密にし、

ガス導管の防護措置について協議並びに現場に立ち会う等、適切かつ確実にガス導管の安全確保を図るもの

とする。 

(ア)ガス事業者は、導管配管図等を作成し、地下工事関係機関に配布しておくものとする。 

(イ)他工事業者から連絡を受けた場合、又は自ら知った場合は、工事現場のガス設備の状況を知らせるとと

もに事前打合せを行いあるいは現場に立ち会う等、ガス導管の安全確保に努めるものとする。 

(３)ガス事故防止等の連絡体制 

ア 水道事業者、下水道事業者、電気事業者等地下掘削工事を行う者は、当該工事の施工に先だちガス事業者

に連絡するものとする。 

イ 地下掘削工事を行う者は、工事を行う場合にガス事業者等と連絡を密にし、ガス導管の破損等による事故

防止に努めるものとする。 

ウ 地下掘削工事関係機関は、事業執行計画等について協議し、共同掘削等について検討するとともに、事故

防止対策につき相互協調が得られる措置を講ずるものとする。 

 

第５節 火薬類事故災害対策 

１ 災害予防対策の推進 

(１)施設の現況 

 県下における火薬庫の現況は、資料編のとおりである。 

(２)災害予防対策 

 県及び消防局は、火薬類による災害を防止するため、関係保安法規に基づき次の措置を講ずるものとする。 

ア 立入検査等の実施 

(ア)毎年定期に火薬庫の保安検査及び立入検査を実施 

(イ)火薬類の消費場所への立入検査を実施 

イ 自主検査の実施 
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 火薬庫の所有者に対し、自主検査計画の作成及び自主検査の実施を指導徹底し、技術基準を確保させる。 

ウ 取扱者の教育 

 火薬類の販売事業者及び消費者等の自主保安教育の実施の徹底を図る。 

 

第６節 毒物・劇物事故災害対策 

１ 災害予防対策の推進 

(１)県及び保健所設置市は、毒物・劇物による事故等を防止するため、毒物・劇物取扱施設等に対する立入検査

を実施するとともに、危害防止対策の指導を実施する。 

(２)県及び保健所設置市は、毒物劇物営業者の法の基準の遵守及び定期自主検査の徹底を指導する。 

(３)県及び保健所設置市は、毒物劇物取扱責任者や保安責任者に対し、災害予防講習（災害時の危害防止対策、

防災体制等）を実施し、災害防止の徹底を図る。 

(４)毒物劇物営業者は、災害の発生に伴う毒劇・物取扱施設等からの漏えい、飛散、流出等を防止するため、毒

劇物の中和等に必要な資材の備蓄を含め、災害発生時の初動体制及び組織について整備するものとする。 

 

第７節 市町村地域防災計画に定める事項 

 県地域防災計画に基づき市町村地域防災計画に定めるべき事項のうち、この章の記載事項に関連するものは以下

のとおりである。 

１ 危険物等の種類に応じた災害予防対策の推進 

(１)危険物 

(２)高圧ガス 

(３)都市ガス 

(４)火薬類 

(５)毒物・劇物 
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大規模事故対策編 第２部 災害応急対策計画 

第１章 大規模事故応急対策 

（県危機管理部、県輝く鳥取創造本部、県福祉保健部、県農林水産部、県県土整備部、市町村、警察本部、消防局、

その他関係機関） 

 

第１節 目的 

 この計画は、大規模事故が発生した場合の応急的な対策について総則的な事項を定め、応急対策の円滑な実施体

制を整備し、大規模事故による被害の最小限の抑制、迅速な被害者の救出救助及び迅速な秩序の復旧を図ることを

目的とする。 

 

第２節 各機関の体制及び対策 

１ 各機関の体制 

(１)道路管理者・鉄道事業者・航空事業者・空港管理者・船舶事業者・危険物取扱事業者・その他関係事業者 

 第一義的に責務を有する各事業者は、大規模事故の発生について、あらかじめ定めた伝達経路により関係機

関に伝達すると共に、あらかじめ定めている初動体制を確立し、初動対応を実施する。 

(２)市町村 

 事故発生の情報を受け、災害対策本部・現地災害対策本部等の設置の必要性等、対応のレベルを速やかに判

断し、体制を確立する。 

(３)県 

ア 事故発生の情報を受け、災害対策本部・現地災害対策本部等の設置の必要性等、対応のレベルを速やかに

判断し、体制を確立する。 

イ また、災害対策地方支部等から連絡要員を市町村対策本部又は市町村現地対策本部等へ派遣する等、主導

的な情報収集に努め、市町村等で対応できない場合の支援及び支援体制を構築すると共に、自衛隊の派遣要

請について検討する。 

(４)消防局 

 市町村対策本部（現地対策本部）・県対策本部（災害対策地方支部）への連絡要員派遣による連絡調整を実

施する。また、所管する救急隊では要員・資機材不足が見込まれる場合の広域消防応援の要請について早期に

判断する。（災害応急対策編（共通）第４部第４章「消防活動」のとおり。） 

(５)警察本部 

ア 事故発生の情報を受け、速やかに体制を確立する。 

イ 警察災害派遣隊の派遣要請について検討する。 

(６)医療機関 

ア 報道等からの情報の覚知又は消防局からの情報提供等があった場合、災害の規模を考慮して、医療体制を

整える。 

イ また、現場の混乱による要請の遅延も考えられるため、現地への救急医療班の自主的な出動に努める。 

２ 防災関係機関間の情報伝達及び共有 

(１)県（危機管理部、関係部局）、市町村、警察本部、消防局、その他関係機関は、迅速的確な応急対策を実施

するため、大規模事故の発生情報、被害情報等を迅速に把握するとともに、情報の共有を図るものとする。 

(２)特に、多数の負傷者が発生した場合、救急医療機関のみでは対応が困難であり、一般病院への協力要請が必

要となることが想定されることから、消防局は早い段階での医療機関に対する現地の傷病者の状況等に係る情

報提供に努めるものとする。 

(３)他機関との連携等が必要となる場合については、その対応に必要となる情報を速やかに共有し、必要な調整

を図り、共通の対策方針の元で連携して活動を展開するものとする。 

３ 避難誘導 

(１)大規模事故が発生した場合、応急対策に当たる防災関係機関は、あらかじめ定めた避難誘導の方法を基本と

して、旅客、道路利用者、住民等の安全確保のため、速やかに避難誘導を行うものとする。 

(２)応急対策に当たる防災関係機関は、上記に関わらず緊急性が高く事態が切迫している場合等、あらかじめ定

めた避難誘導の方法によりがたい場合や、より迅速確実な避難誘導が可能な方法がある場合等は、適宜その状

況に応じた方法により避難誘導を行うものとする。 

(３)警察官は、必要に応じて、交通規制、障害物の除去等を行い、避難者の安全を確保するものとする。 

４ 危険区域等への立入の制限 

 警察官等は、付近の住民等の生命・身体の危険を防止するため必要がある場合等には、立入制限等の措置を執

るものとする。 

５ 二次災害の発生防止 

(１)応急対策に当たる防災関係機関は、大規模事故現場における応急対策実施に当たっては、火災の発生、事故
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の影響による被災建築物等の倒壊等、二次災害の発生に留意し、あらかじめ必要な措置を執るものとする。 

(２)応急対策に当たる防災関係機関は、現場で応急対策に当たる者が二次災害による被害を受けることがないよ

う、安全確保に努めるものとする。 

６ 各防災関係機関の連絡調整 

(１)県、市町村、警察本部、消防局、その他防災関係機関は、大規模事故への対応等について随時情報を共有

し、必要な連絡調整を行うものとする。 

(２)特に事故現場における調整活動については、活動に必要な事項についての確認に努める等、十分な連携を図

るものとする。（災害応急対策編（共通）第４部第１章「応援活動の調整」参照） 

 

第３節 大規模事故現場における救命救出及び医療救護 

 大規模事故発生時においては、自然災害等の場合における体制を基本としながら、下記の点についてより大規模

事故に特化した対策を講じるものとする。 

１ 大規模事故の場合、局地集中的に多くの負傷者が発生し、その程度も重篤であるおそれが高いため、救命救出

及び応急的な医療救護に当たる救助隊や救護班等をより迅速に集結させるものとする。 

２ 広域応援を待ついとまがないことも想定されるため、被災地（事故現場）の人的・物的資源をより有効に投入

する体制を講じるものとする。 

３ 事故現場におけるトリアージを迅速に実施するものとする。事故の規模等に応じて、事故現場、緊急的に負傷

者を収容した施設、医療機関等で段階的にトリアージを実施し、必要な医療行為を受けるまでの優先順位をでき

る限り明確にするよう努めるものとする。 

４ 救出救助と応急的な医療救護を一体的に行う事例の発生が見込まれるため、必要に応じて実施にあたる各防災

関係機関等が連携してこれを実施するものとする。 

５ 大規模事故の状況に応じ、訓練された医師等が事故現場において「瓦礫の下の医療（ＣＳＭ：Confined Space 

Medicine：進入路あるいは救出路が制限されているあるいは狭隘である空間の医療）」を実施するとともに、ク

ラッシュ症候群を想定した治療を実施し、「救出直後の予防し得る死」の回避に努める。 

(１)生存者への輸液、呼吸管理、水分投与、鎮痛剤投与等の医療管理及び精神的援助 

(２)生存者の四肢切断等、必要となる外科手術 

(３)生存者へより早く接触するため、迅速な遺体搬出に資する死亡診断を適宜実施 

(４)生存者の搬出を妨げる遺体の切断 

６ 事故現場におけるトリアージの結果に従い、必要に応じて事故現場近辺の民間企業等の輸送力の支援を受けつ

つ、迅速に後方医療機関等に傷病者の搬送を行うものとする。 

７ 大規模事故における傷病者の搬送に当たっては、事故現場の最寄りの特定医療機関へ集中することがないよ

う、県（危機管理部、福祉保健部、総合事務所（東部圏域においては東部地域振興事務所東部振興課））が消防

局・医療機関等と必要な調整を行い、適切な搬送先を確保し、決定するものとする。 

８ 県（福祉保健部、総合事務所（東部圏域においては東部地域振興事務所東部振興課））、消防局は後方医療機

関との連絡を密にし、医療救護活動が円滑に行われるよう、事故の概況等の必要な情報を随時医療機関へ提供す

るものとする。 

 

第４節 市町村地域防災計画に定める事項 

 県地域防災計画に基づき市町村地域防災計画に定めるべき事項のうち、この章の記載事項に関連するものは以下

のとおりである。 

１ 大規模事故発生時の体制の確立 

(１)災害対策本部の設置   

(２)現地災害対策本部等の設置 

２ 関係機関との事故情報の共有及び連絡調整 

３ 二次災害の防止 
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第２章 大規模道路災害応急対策 

（県県土整備部、市町村、警察本部、消防局、中国地方整備局、西日本高速道路） 

 

第１節 目的 

 この計画は、大規模な道路災害が発生した場合において、各機関が行うべき応急対策についてあらかじめ定め、

地域に与える被害の拡大を防ぐことを目的とする。 

 

第２節 想定される大規模道路災害 

 この計画で想定する大規模な道路災害は、以下に掲げる事故等のうち、通常の事故対応によりがたい程度の多数

の人的・物的被害が発生又は発生したおそれがある場合とする。 

１ 道路構造物（トンネル、橋りょう等）の損壊等 

２ 道路上での重大事故（交通事故等） 

３ 車両からの危険物等の流出・飛散・漏えい等 

 

第３節 応急対策 

１ 被害情報の収集・連絡 

 市町村、消防局、警察署、高速道路交通警察隊及び道路管理者は、相互に連携して巡視等により被害情報等を

収集し、収集した情報を順次県及び警察本部等に連絡するものとする。 
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【情報伝達経路】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 道路災害に係る応急対策 

(１)市町村、警察署、消防局、道路管理者等は、住民等から道路の被災情報を入手した場合は、道路管理者に対

し速やかに連絡するものとする。 

(２)道路管理者は、(１)の連絡を受けた場合又は道路の被災の情報を入手した場合、１の連絡経路により、関係

機関に連絡するものとする。特に平行する鉄道がある場合は、鉄道事業者への情報伝達に留意するものとす

る。 

(３)道路管理者は、道路の通行が危険であると認められる場合、あるいは危険であると予想される場合は、道路

通行規制等の必要な措置を講じるものとする。 

(４)応急復旧 

ア 道路管理者は、早急に被害状況等を把握し、障害物の除去、応急復旧等を行い、早期の道路交通の確保に

努めるものとする。 

イ また、必要に応じて迂回路等を設定し、一般道路利用者の通行や、災害応急対応に当たる車両の通行ルー

トを確保するものとする。 

(５)危険物の流出等への対応 

ア 道路管理者は、危険物の流出等が認められた場合は、消防局及び警察署等の防災関係機関と協力し、直ち

に防除活動を行う。 

救急医療機関 

鳥取運輸支局 

消防局 消防署 

中国運輸局 

鉄道事業者 

県交通政策課 

警察本部 警察署 

県危機管理部（危機対策・情報課、消防防災課） 

県医療政策課 

総合事務所（県民福祉局）（東

部圏域においては東部地域振興

事務所東部振興課） 

陸上自衛隊第８普通科連隊 

消防庁 

消防局 

警察本部 

その他必要と認める機関 

県交通政策課 

（死傷者15人以上） 

（死者５人以上、

死傷者15人以上又

は要救助者５人以

上） 

（情報伝達機 

関でない 

場合のみ） 

運転手・車掌 

市町村 
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イ また、必要に応じて付近住民等の避難誘導や立入禁止区域の設定等を行い、被害の拡大防止を図るものと

する。 

(６)広報活動 

 道路管理者は、道路災害に係る被害状況、道路交通規制状況、復旧状況とその見通し等、道路災害に関する

情報を１の連絡経路により関係機関に連絡するほか、インターネット等を通じ、速やかに住民へ提供するとと

もに、道路利用者等からの問い合わせに応じる体制を確保するものとする。（災害応急対策編（共通）第３部

第４章「広報・広聴」参照） 

(７)その他、各関係機関は、第１章「大規模事故応急対策」に基づき、応急対策を実施するものとする。 

 

第４節 市町村地域防災計画に定める事項 

 県地域防災計画に基づき市町村地域防災計画に定めるべき事項のうち、この章の記載事項に関連するものは以下

のとおりである。 

１ 市町村管理道及び市町村内の道路における大規模災害発生情報の受信伝達 

２ 市町村管理道における大規模道路災害発生時の応急対策 

(１)危険物の流出への対応 

(２)道路通行規制 

(３)応急復旧 

(４)広報活動 
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第３章 大規模鉄道災害応急対策 

（ＪＲ西日本、智頭急行、若桜鉄道、県輝く鳥取創造本部、警察本部） 

 

第１節 目的 

 この計画は、鉄道事故による多数の死傷者の発生を防止するとともに、大規模鉄道事故が発生した場合、被害の

拡大を防止し被害の軽減を図るため、迅速・的確な応急対策を実施することを目的とする。 

 

第２節 想定される鉄道災害 

 この計画で想定する鉄道災害は、次に掲げる事故等のうち、通常の事故対応によりがたい程度の多数の人的・物

的被害が発生又は発生したおそれがある場合とする。 

１ 鉄道車両の衝突、脱線、転覆、火災等 

２ 鉄道施設（トンネル、橋りょう等）の損壊等による列車への被害 

３ 鉄道車両と自動車、歩行者との衝突等 

４ 鉄道車両からの危険物等の流出・飛散・漏えい等 

 

第３節 応急対策 

１ 災害情報の連絡 

 鉄道災害が発生した場合の関係機関への通信連絡系統は、次のとおりとする。 
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【情報伝達経路】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 落石に係る応急対策 

(１)市町村、警察署、消防局等は、住民等から鉄道上の落石情報を入手した場合は、鉄道事業者に対し速やかに

連絡するものとする。 

(２)鉄道事業者は、(１)の連絡を受けた場合又は線路上の落石の情報を入手した場合、１の連絡経路により、関

係機関に連絡するものとする。特に平行する道路がある場合は、道路管理者への情報伝達に留意するものとす

る。 

(３)鉄道事業者は、落石の情報を受け、鉄道上の落石の状況を確認し、運行の停止、落石の除去等の必要な対策

をとるものとする。 

(４)鉄道事業者は、落石に係る対策をとった場合、当該対策の状況及び開通の見込み等の情報について、１の連

絡経路により関係機関に連絡するものとする。 

３ その他の応急対策 

(１)関係列車の非常停止等 

 鉄道災害が発生した場合、鉄道事業者は速やかに関係列車の非常停止、乗客の避難等の必要な措置を講じる

ものとする。 

(２)交通規制及び立入禁止区域の設定 

ア 道路管理者又は公安委員会は、災害対策上必要があると認めるときは、災害現場の通行を禁止又は制限す

る。 

救急医療機関 

鳥取運輸支局 

消防局 消防署 

中国運輸局 

鉄道事業者 

県交通政策課 

警察本部 警察署 

県危機管理部（危機対策・情報課、消防防災課） 

県医療政策課 

総合事務所（県民福祉局）（東

部圏域においては東部地域振興

事務所東部振興課） 

陸上自衛隊第８普通科連隊 

消防庁 

消防局 

警察本部 

その他必要と認める機関 

県交通政策課 

（死傷者15人以上） 

（死者５人以上、

死傷者15人以上又

は要救助者５人以

上） 

（情報伝達機 

関でない 

場合のみ） 

運転手・車掌 

市町村 
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イ 道路の通行を禁止又は制限したときは、その内容を交通関係者及び地域住民に広報し協力を求める。 

(３)広報活動 

 各鉄道事業者は、鉄道施設の被害状況及び復旧見込みに係る情報を、速やかに県及び関係機関に対し

て提供するとともに、適宜報道機関やホームページ等を通じて広報に努めるものとする。 

(４)その他、各関係機関は、第１章「大規模事故応急対策」に基づき、応急対策を実施するものとする。 

 

第４節 市町村地域防災計画に定める事項 

 県地域防災計画に基づき市町村地域防災計画に定めるべき事項のうち、この章の記載事項に関連するものは以下

のとおりである。 

１ 市町村内における鉄道災害発生情報の受信伝達 

２ 落石情報の鉄道事業者への連絡
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第４章 航空機災害等応急対策 

（大阪航空局、県輝く鳥取創造本部、県県土整備部、警察本部） 

 

第１節 目的 

 この計画は、航空機事故等が発生した場合、その拡大を防御し被害の軽減を図るため、迅速・的確な応急対策を

定めることを目的とする。 

 

第２節 想定される航空機災害等 

 この計画で想定する航空機災害等は、次に掲げる飛行場内外における、県内で発生又は県外で鳥取県に関連する

飛行機等について発生した航空機事故等とする。 

 なお、空港施設の現況は、資料編のとおりである。 

１ 航空機を含む事故 

(１)航空機の墜落、衝突又は火災 

(２)航空機による人の死傷又は物件の損壊 

(３)航行中の航空機が重大な損傷を受けた場合 

(４)航空機が不慮の事態に遭遇し、機長が緊急事態を宣言した場合 

２ 航空機を含まない事故 

(１)給油施設関係の火災（貯油槽、給油施設等） 

(２)空港内の建築物等の火災（ターミナルビル、電源局舎、管制塔等） 

(３)自然災害（雷、地震等）による空港施設（航空保安無線施設、航空灯火、滑走路等）の損壊等 

(４)医療上の緊急事態等（機内での死亡、感染症等） 

 

第３節 鳥取空港に係る応急対策 

１ 災害情報の連絡 

(１)鳥取空港に係る航空機災害等が発生した場合の通信連絡系統は、次のとおりとする。 
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ア 空港及びその周辺で発生した場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鳥取空港ビル（株） 

ANA 鳥取地区総代理店日ノ丸自動車（株）鳥取航空営業所 

（株）鳥取空港ビルサービス（空港消防） 

県消防防災航空センター 

永瀬石油（株） 鳥取空港サービス 

鳥取市 

鳥取市保健所 

日本赤十字社鳥取県支部 

各医療機関 

境海上保安部 第八管区海上保安本部 

鳥取海上保安署 

海上災害の場合 

東部消防局 湖山消防署 

関西航空地方気象台 

 

大阪航空局大阪空港事務所 

ＮＴＴ西日本（株）鳥取支店 

 

県危機対策・情報課 

県交通政策課 県医療政策課 

陸上自衛隊第８普通科連県技術企画課 

航空自衛隊第３輸送航空隊 

海上自衛隊舞鶴地方総監部 

自衛隊鳥取協力本部 

鳥取空港消火救難隊 

（鳥取空港ビル（株）、(株)鳥取空港ビルサービス、全日本空輸(株)鳥取

空港所、企業警備保障(株)鳥取支社、(株)セノン鳥取空港派遣隊、その他

物流各社、テナント各社） 

県病院局 

鳥取県東部医師会 

鳥取県東部歯科医師会 

鳥取県薬剤師会東部支部 

県警察航空隊 警察本部 

鳥取警察署 
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イ その他の地域で発生した場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２)災害情報の連絡を受けた各関係機関は、各々の関係する他機関、地域住民等に対し必要な情報を伝達する。 

(３)情報の収集及び伝達は、既設又は臨時に架設する有線電話及び広報車等を活用して迅速に行う。 

２ 体制 

(１)地方管理空港運営権者 

 地方管理空港運営権者は、「鳥取空港災害対策緊急計画」に基づき、以下のとおり体制をとる。 

ア 緊急一次体制 

 地方管理空港運営権者は、緊急一次体制を取り、関係機関への緊急連絡、鳥取空港消火救難隊の出動命

令、情報収集等の初期対応を行う。 

イ 鳥取空港現地対策本部の設置 

 地方管理空港運営権者は、緊急事態が発生し又はそのおそれがある場合、事務所内に鳥取空港現地対策本

部を設置し、関係機関の活動について総合調整を行い、応急対策を実施するものとする。 

ウ 現地調整所の設置 

 地方管理空港運営権者は、事故現場における諸活動を迅速かつ適確に行うため、事故現場の適切な場所に

現地調整所を設置し、災害の状況等について鳥取空港現地対策本部と連絡調整を行う。 

エ 鳥取空港以外の場所で航空機の墜落炎上等による災害が発生した場合は、鳥取県災害対策本部等の設置に

より対応する。 

(２)市町村、消防局、警察本部、空港管理者、航空事業者、防災関係機関は、それぞれの計画するところにより

又は状況により判断して、対策本部等の各機関の活動体制を確立する。 

３ 各機関による応急対策実施内容 

(１)県 

ア 市町村、消防局の実施する消防、救急活動等について、必要に応じ指示等を行うとともに、当該市町村、

消防局からの要請により、他の市町村に対し応援を求める。 

イ 市町村から自衛隊の災害派遣要請の依頼を受けたとき、又は必要があると認めるときは、自衛隊に対して

災害派遣を要請する。 

ウ 市町村又は消防局から化学消火薬剤等必要資機材の確保等について応援の要請を受けたときは、積極的に

応援する。 

県危機対策・情報課 鳥取空港ビル（株） 

空港外周辺災害市町村（消防） 

関西航空地方気象台 

発見者 

県交通政策課 

大阪航空局大阪空港事務所 

陸上自衛隊第８普通科連隊 

県技術企画課 

航空自衛隊第３輸送航空隊 

海上自衛隊舞鶴地方総監部 

自衛隊鳥取協力本部 

周辺市町村自衛消防隊 

東部消防局 周辺消防署 

警察本部 警察署 

鳥取市保健所 日赤県支部 

各医療機関 

境海上保安部 第八管区海上保安本部 

鳥取海上保安署 

海上災害の場合 

大阪航空局 

全日本空輸（株）鳥取空

港所 
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(２)地方管理空港運営権者 

ア 搭乗者及び負傷者の把握を行う。 

イ 状況に応じ、空港利用者を避難させる。 

ウ 航空機災害等に係る火災が発生したときは、鳥取空港消火救難隊に対し出動指令を行うとともに、空港内

消防及び地元消防機関の協力を得て消防活動を実施する。 

エ 航空機災害等により死傷者が発生したときは、地元医療機関の協力を得て救難救護の措置をとる。 

(３)鳥取市 

ア 県及び地方管理空港運営権者と協力して危険防止のための措置を講じ、必要があると認めるときは警戒区

域を設定し、警察本部（鳥取警察署）と協力して一般住民等の立入制限・退去等を命ずる。 

イ 必要に応じて関係機関、関係公共団体の協力を得て救助及び消火活動を実施する。 

ウ 負傷者が発生した場合、応急措置を施した後、適切な医療機関に搬送する。また、必要に応じ救護所、被

災者の収容所及び遺体収容所と等の設置又は手配を行う。 

エ 必要に応じ、被災者等へ食糧及び飲料水等を提供する。 

オ 応急対策に必要な臨時電話・携帯電話・無線・電源その他の資機材を確保する。 

カ 災害の規模が大きく鳥取市のみで対処できない場合は、相互応援協定に基づき、県又は他の市町村に対し

応援を要請する。また、東部消防局、東部医師会の応援要請も行う。 

(４)警察本部（鳥取警察署） 

ア 県及び地方管理空港運営権者と協力して、危険防止のための措置（交通規制、医療救護班の誘導等）を講

ずる。 

イ 鳥取市職員が現場にいないとき、又はこれらの者から要求があったときは、警戒区域を設定し、交通規

制、立入制限、退去等を命令する。この場合、その旨鳥取市へ通報する。 

ウ 死傷者等発生又は、その発生のおそれがある場合、救出救助活動を行う。 

エ 死傷者等発生の場合、検視、遺体の身元確認のほか、必要な捜査活動を行う。 

(５)消防局（湖山消防署） 

ア 火災発生時の消火活動を実施する。 

イ 死傷者等発生の場合、救助活動及び医療機関への搬送を行う。 

(６)航空会社 

ア 航空機災害等の発生を知ったとき又は通報を受けたとき、地方管理空港運営権者及び関係機関に通報す

る。 

イ 航空機災害等が発生したとき、会社の「Emergency Response Manual」、「鳥取空港初期対応要領」、

「鳥取空港災害対策緊急計画」により、対応を行う。 

ウ 搭乗者等の情報について、鳥取空港災害現地対策本部に伝達する。 

(７)医療機関（日赤鳥取県支部、県東部医師会等） 

ア 医療救護班の編成     イ 医療救護活動の実施 

(８)空港内各機関 

「鳥取空港災害対策緊急計画」に基づくところにより、消火及び救難活動を行う。 

４ 搭乗者情報の収集・提供方針 

 飛行機の搭乗者等に係る情報の収集及び提供については、第１章「大規模事故応急対策」によるものとする

が、情報の収集に当たっては、航空事業者が鳥取空港現地災害対策本部に伝達した情報によるものとする。 

 

第４節 美保飛行場に係る応急対策 

１ 災害情報の連絡 

(１)美保飛行場に係る航空機災害等が発生した場合の通信連絡系統は、次のとおりとする。 
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ア 空港及びその周辺で発生した場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※大阪航空局美保空港事務所が直接行う通報順位は、概ね系統図の記載の順序による。詳細については、同所が定め

る「航空事故等緊急連絡先系統図」による。 

※島根県関係の連絡先は記載を省略した。 

※第八管区海上保安本部への通報は、本部警備救難部環境防災課、美保航空基地、境海上保安部のうち、状況に応じ

て必要な箇所に対して行う。 

 

 

 

 

 

 

 

  

県危機対策・情報課 

鳥取県西部医師会 

県交通政策課 

大阪航空局 

美保空港事務所 

県技術企画課 

米子警察署 

境港警察署 

西部消防局 

ＣＩＱ官署（国際線の場合） 

（神戸税関境税関支署、広島入国管理局境港出張所、広島検

疫所境出張所、神戸植物防疫所広島支所境港出張所、動物検

疫所神戸支所米子空港出張所） 

警察本部 

米子市 

境港市 

日赤県支部 

航空会社（消火救難隊） 

（全日本空輸（株）米子空港所、エアソウル、香港航空有限

公司、上海吉祥航空有限公司） 

第八管区海上保安本部 

航空自衛隊第３輸送航空隊 

境港警察署 

航空保安協会美保事務所 

県医療政策課 

空港関係（消火救難隊） 

（米子空港ビル（株）、日ノ丸自動車（株）米子航空営業所、 

(株)ＫＡＦＣＯ米子空港事業所、（株）セノン米子空港派遣

隊、日本通運（株）山陰航空支店） 

 

ＮＴＴ西日本（株）鳥取支店 

関西航空地方気象台 

大阪航空局 

航空局 

鳥取大学医学

部附属病院 



【大規模事故対策編】 第２部 災害応急対策計画「第４章 航空機災害等応急対策」 

448 

 

イ その他の地域で発生した場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２)災害情報の連絡を受けた各関係機関は、各々の関係する他機関、地域住民等に対し必要な情報を伝達する。 

(３)情報の収集及び伝達は、既設又は臨時に架設する有線電話及び広報車等を活用して迅速に行う。 

２ 体制 

(１)県、市町村、消防局、警察本部、空港管理者、航空事業者、防災関係機関は、それぞれの計画するところに

より又は状況により判断して、対策本部等の活動体制を確立する。 

(２)体制の確立に当たっては、空港の官民の管理区分を考慮して適切な連携体制をとるものとする。 

３ 各機関による応急対策実施内容 

(１)県 

ア 市町村、消防局の実施する消防、救急活動等について、必要に応じ指示等を行うとともに、当該市町村、

消防局からの要請により、他の市町村に対し応援を求める。 

イ 市町村又は消防局から化学消火薬剤等必要資機材の確保等について応援の要請を受けたときは、積極的に

応援する。 

(２)大阪航空局美保空港事務所 

ア 搭乗者及び負傷者の把握 

イ 状況に応じ、空港利用者を避難させる。 

ウ 合同調整本部及び現場指揮所の設置 

エ 自衛隊の災害派遣要請 

(３)米子市、境港市 

ア 美保空港事務所と協力して危険防止のための措置を講じ、必要があると認めるときは警戒区域を設定し、

警察本部（米子警察署、境港警察署）と協力して一般住民等の立入制限・退去等を命ずる。 

イ 必要に応じて関係機関、関係公共団体の協力を得て救助及び消火活動を実施する。 

ウ 負傷者が発生した場合、応急措置を施した後、適切な医療機関に搬送する。また、必要に応じ救護所、被

災者の収容所及び遺体収容所等の設置又は手配を行う。 

エ 必要に応じ、被災者等へ食糧及び飲料水等を提供する。 

オ 応急対策に必要な臨時電話・携帯電話・無線・電源その他の資機材を確保する。 

カ 災害の規模が大きく市町村のみで対処できない場合は、相互応援協定に基づき、県又は他の市町村に対し

応援を要請する。 

(４)警察本部（米子警察署、境港警察署） 

ア 美保空港事務所と協力して、危険防止のための措置（交通規制、医療救護班の誘導等）を講ずる 

イ 米子市又は境港市の職員が現場にいないとき、又はこれらの者から要求があったときは、警戒区域を設定

発見者 警察本部 

第八管区海上保安本部境海上保安部 

西部消防局 

米子市 

境港市 

大阪航空局美保空港事務所 県危機対策・情報課 

自衛隊 

医療機関 

関西航空地方気象台 

航空会社 

ＣＩＱ官署 

県技術企画課 

県交通政策課 

県港湾課 

警察本部 

西部消防局 

米子市 

境港市 （国際線の場合） 

情報伝達

者でない

場合のみ 
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し、交通規制、立入制限、退去等を命令する。この場合、その旨を米子市又は境港市へ通報する。 

ウ 死傷者等発生又は、その発生のおそれがある場合、救出救助活動を行う。 

エ 死傷者等発生の場合、検視、遺体の身元確認のほか、必要な捜査活動を行う。 

(５)西部消防局 

ア 火災発生時の消火活動を実施する。 

イ 死傷者等発生の場合、救助活動及び医療機関への搬送を行う。 

(６)航空会社 

ア 被災者及び関係者に対する水・食糧等の提供 

イ 遺体の身元確認の手配 

ウ 通訳の支援 

エ 搭乗者等の情報の収集伝達 

(７)医療機関（合同調整本部、県西部医師会、日赤鳥取県支部） 

ア 医療救護班の編成 

イ 医療救護活動の実施 

(８)第八管区海上保安本部（境海上保安部、美保航空基地） 

ア 海上における負傷者の救出、搬送 

イ 事故現場周辺海域の警戒警備 

ウ 海上における行方不明者の捜索 

(９)空港内各機関 

 美保空港消火救難隊の一員としての消火及び救難活動 

 

第５節 その他の応急対策 

１ 救出救助活動 

(１)実施機関 

 市町村、地方管理空港運営権者、美保空港事務所、航空会社、消防機関、警察、自衛隊、海上保安部、医療

機関（日赤鳥取県支部等） 

(２)航空機災害等が発生し、乗客等の救出を要する場合、実施機関は協議に基づく手順により救出に必要な器材

を投入し救出活動を実施する。（第１章「大規模事故応急対策」参照） 

２ 消火活動 

(１)空港内及びその周辺において航空機災害等が発生した場合は、別途定めるところにより空港消火救援組織が

他の消防機関とも連携して消火活動を実施する。 

(２)(１)以外の地域において航空機災害等が発生した場合は、消防機関が消防活動を実施する。 

(３)消防機関等で対処が困難なときは他機関の応援を求めるものとする。 

３ 医療活動 

 死傷者が発生した場合、医療機関及び関係機関が協力し、救護等の措置に当たるものとする。（第１章「大規

模事故応急対策」参照） 

４ 広報 

 航空機災害等が発生した場合、人心の安定及び秩序の維持を図るとともに、災害応急対策に対する協力を求め

るため、報道機関への記者資料提供、記者会見その他の手段により地域住民に対して広報を行う。 

５ その他 

各関係機関は、第１章「大規模事故応急対策」に基づき、応急対策を実施するものとする。 

 

第６節 市町村地域防災計画に定める事項 

 県地域防災計画に基づき市町村地域防災計画に定めるべき事項のうち、この章の記載事項に関連するものは以下

のとおりである。 

１ 航空機災害情報の受信伝達（鳥取市、米子市、境港市のみ） 

２ 航空機災害発生時の市町村の体制（鳥取市、米子市、境港市のみ） 

３ 航空機災害発生時の市町村が実施する応急対策（鳥取市、米子市、境港市のみ） 

(１)救助及び消火 

(２)負傷者等の救護 

(３)被災者等へ食糧及び飲料水等の提供 
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(４)資機材の確保 

(５)県及び他市町村への応援要請 
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第５章 海上災害応急対策 

（第八管区海上保安本部、県危機管理部、県農林水産部、県県土整備部、警察本部） 

 

第１節 目的 

 この計画は、船舶の座礁、衝突事故や油流出等の海上災害が発生した場合において、各機関が行うべき応急対策

についてあらかじめ定め、地域に与える被害の拡大を防ぐことを目的とする。 

 

第２節 想定される海上災害 

 この計画で想定する海上災害は、次に掲げる事故等のうち、通常の事故対応によりがたい程度の多数の人的・物

的被害が発生又は発生したおそれがある場合とする。 

１ 船舶の衝突、座礁、転覆、火災、爆発、浸水、船舶の故障等による海難 

２ 船舶からの海域への油、危険物質等の流出 

３ 船舶以外からの海域への油、危険物質等の流出 

 

第３節 応急対策 

１ 災害情報の連絡 

 海上災害が発生した場合の関係機関への伝達系統は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故原因者・事故発見者 

118 

第八管区海上保安本部 

境海上保安部 

鳥取海上保安署 

県危機管理部（危機対策・情報課） 

海上自衛隊舞鶴地方総監部 

陸上自衛隊第８普通科連隊 

境港災害対策協議会 

鳥取運輸支局（境庁舎） 

海事関係機関 

鳥取地方気象台 

警察本部 

沿岸漁協 

その他必要と認める機関 

警察署 

総合事務所県民福祉局（東部圏

域においては東部地域振興事務

所東部振興課） 

消防局 

県水産振興課 

県漁業調整課 

県港湾課 

鳥取県港湾建設協会 

県消防防災航空センター 

海水油濁処理協力機構境港支部 

沿岸市町村 

境港水産事務所 

水産試験場 

沿岸漁協 

栽培漁業センター 

（夜間のみ） 

その他必要と認める機関 
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２ 活動体制の確立 

機関 実施項目 

１ 第八管区海

上保安本部 

 海上災害発生時には、第一次的には原因者たる事業者が対策を行うが、被害を最小限に抑え

るため、管区海上保安本部（部署、航空基地）においては次の対策を講ずるものとする。 

(１)情報の収集及び関係機関への伝達 

(２)危険物保安措置、火気使用の制限禁止及び災害現場付近の立入制限 

(３)海上における遭難者の捜索・救助・搬送等 

(４)航行船舶への事故情報の周知連絡 

(５)船舶火災発生時における消火活動 

(６)応援医師並びに緊急物資等の海上輸送 

(７)海上災害防止センターへの１号業務指示 

(８)関係機関への応援協力要請 

２ 県 (１)活動体制（情報収集体制）の確立 

(２)的確な情報の収集 

(３)速やかな関係機関への情報伝達 

(４)住民への広報・周知 

(５)消防防災ヘリでの情報収集・救助救出活動等 

３ 市町村 (１)活動体制（情報収集体制）の確立 

(２)的確な情報の収集 

(３)速やかな関係機関への情報伝達 

(４)住民への広報・周知 

４ 警察本部 (１)活動体制（情報収集体制）の確立 

(２)的確な情報の収集 

(３)速やかな関係機関への情報伝達 

(４)住民への広報・周知 

(５)県警ヘリでの情報収集・救助救出活動等 

５ 消防局 (１)活動体制（情報収集体制）の確立 

(２)的確な情報の収集 

(３)速やかな関係機関への情報伝達 

(４)住民への広報・周知 

(５)多数の負傷者が発生した場合の医療救護（応急手当、搬送） 

(６)湾内に係留されている船舶の火災に対する消火活動等 

６ その他防災

関係機関 

 その他関係団体及び事業者等においては、現場において活動する上記機関への積極的な協力

の実施に努めるものとする。 

３ 大規模油流出時の応急対策 

(１)大規模な油流出事故が発生し、又は海岸等への漂着があった場合の防除活動については、第一義的には海洋

汚染等及び海上災害の防止に関する法律第 39 条第１項、第２項に規定する防除措置義務者（船長、施設管理

者、船舶所有者）が実施するが、必要に応じそれぞれの災害対策実施機関が行うものとする。 

(２)流出油の除去については海上で行うことが最良であるため、災害対策機関は海上での回収を可能な限り実施

し、海岸線への漂着を可能な限り回避するよう努めるものとする。 

(３)関係機関の応急対策 

機関 実施項目 

１ 山陰沖排出油等防

除協議会 

 

(１)連絡調整本部の設置及び調整員の参集 

(２)会員が行う防除活動の連携協力についての調整 

(３)排出油の防除に必要な資料の収集及び情報の提供 

(４)排出油の防除に関する必要な事項の協議 

２ 第八管区海上保安

本部（境海上保安

部、鳥取海上保安

署、美保航空基地） 

(１)防除措置義務者に対する防除措置等の指導 

(２)的確な情報の収集、関係機関への通報及び的確な情報の伝達 

(３)一般船舶、漁船等に対する事故情報等の周知連絡 

(４)一般船舶、漁船等の安全確保並びに船舶交通の規制 

(５)海上浮流油の応急防除及び関係行政機関の長等に対する防除措置等の要請 

３ 県 (１)的確な情報の収集 

(２)関係機関へ災害状況の伝達 

(３)漂着油等の防除活動 

(４)水質、底質などの環境影響評価の実施 

(５)必要に応じ、関係機関、関係団体及び他の地方公共団体への応援要請  

４ 市町村 (１)住民に対する災害状況の周知 

(２)漁業者への船舶、機材の移動、海産物施設の撤去等適切な指示 

(３)沿岸地先海・水面の監視警戒及び必要に応じ警察・消防機関への出動依頼 
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機関 実施項目 

(４)漂着油等の防除活動 

(５)災害状況の関係機関への報告 

５ 警察本部 (１)被害状況その他の災害情報の収集と報告連絡 

(２)周辺の交通規制及び交通整理 

(３)その他必要な措置 

６ 消防局 (１)船舶等の火災発生時における消火活動 

(２)被害状況の情報収集 

(３)火災危険がある漂着物に係る火災警戒区域の設定等 

(４)その他必要な措置 

７ 関係団体、企業等

（施設管理者、船舶

所有者等） 

(１)自衛措置及び防災関係機関の指示に基づく適切な応急措置 

(２)協力依頼があった場合の積極的な協力の実施 

 

(４)ボランティアの受入れ（漂着油回収作業） 

 海岸への漂着油の回収作業の実施については相当な人力を要し、災害ボランティアの協力が不可欠である。

県、市町村は、県及び市町村の社会福祉協議会と連携して、生活ボランティアの希望者の活用を検討する。

（災害応急対策編（共通）第 10 部第１章「民間との協力体制の推進」参照） 

(５)回収油の処分 

ア 海上及び海岸で回収された油については、原則、事故原因者及び事故原因者から委託を受けた海上災害防

止センター等が収集及び運搬を行い、廃棄物処分事業者と契約を締結する等により処分を行う。 

イ 少量の油であって原因が不明な場合においては、回収者が処分する。 

(６)事後の監視体制の確立 

 防災関係機関は、応急対策による措置が終了した後においても、必要に応じ、相互の連携のもと、漂着油の

自然浄化の状況等環境への影響の把握に努める。特に、油流出事故による沿岸域の生態系等環境への影響は、

回復に長期間の時間を要するため、大気、水質、動植物等への影響調査を密に実施し、講じた措置の効果につ

いて確認するものとする。また、必要に応じて補完的な対策を講ずるものとする。 

４ 危険物質等の流出時の応急対策 

(１)県、沿岸市町村、第八管区海上保安本部、防災関係機関は、海上に大量の危険物質等が流出したときは、前

節に準じ、危険物質等の拡散の防止、回収及び処理等の防除措置を講ずるものとする。 

(２)危険物質等の防除作業は、流出した危険物等の種類及び性状、拡散状況、気象等によりその手法が異なるの

で、留意するものとする。 

５ 広報活動 

(１)関係機関の広報活動 

 県、市町村、警察本部、関係機関は、被害状況、防災関係機関の対応状況に係る情報を、適宜報道

機関やホームページ等を通じて広報に努めるものとする。 

(２)広報項目 

ア 県、市町村の措置状況 

イ 流出油の漂流、漂着等の状況（市町村・区別別） 

ウ 応急対策の実施状況（出動人員（行政関係者・地元住民・漁業関係者・ボランティア等に区分）、流出油

の回収量、作業地域、主な使用機材、作業工程及び日程 等） 

エ 回収した油の搬出作業状況 

オ 環境影響等に関する調査した実施結果 

カ その他必要と認められる事項 

 

第４節 市町村地域防災計画に定める事項 

 県地域防災計画に基づき市町村地域防災計画に定めるべき事項のうち、この章の記載事項に関連するものは以下

のとおりである。 

１ 海上災害発生時の活動及び情報収集体制 

２ 漂着油回収に係るボランティアの募集及び受入
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第６章 危険物等災害応急対策 

（県危機管理部、県福祉保健部、県生活環境部、警察本部、消防局、関係団体、事業者） 

 

第１節 目的 

 この計画は、危険物等による災害が発生した場合において、応急的に実施する事故措置についてあらかじめ定

め、地域に与える被害の拡大を防ぐとともに、事故の再発防止を図ることを目的とする。 

 

第２節 想定される危険物等災害 

 この計画で想定する危険物等災害は、以下のとおりとする。 

１ 危険物（消防法第２条第１項）の漏えい・流出、火災及び爆発 

２ 高圧ガス（高圧ガス保安法第２条）、液化石油ガス（液石法第２条）の漏えい・流出、火災及び爆発 

３ 火薬類（火薬類取締法第２条第１項）の火災及び爆発 

４ 毒物・劇物（毒物及び劇物取締法第２条第１項、第２項）の漏えい、飛散、流出等 

 

第３節 危険物事故災害対策 

１ 危険物に係る応急対策 

(１)事故急報、連絡体制及び活動体制の確立 

ア 被害情報の系統は以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 施設の所有者及び管理者又は占有者は、危険物の流出その他の事故が発生したときは、速やかに、警察本

部、消防局、関係機関へ通報し、緊密な連携の確保に努める。 

ウ 消防局は、災害発生について、火災・災害等即報要領に基づき、県へ速やかに通報する。 

エ 県（危機管理部）は、災害発生について火災・災害等即報要領に基づき国へ速やかに通報し、また、国か

ら受けた情報を関係消防局、関係市町村、関係機関等へ連絡する。 

オ 県、警察本部、消防局、危険物取扱事業者及び関係団体は相互に連携し被害情報等を収集し、収集した情

報を災害の拡大防止等に役立てるものとする。 

カ 河川に係るものにあっては、各河川水質汚濁防止協議会の連絡系統図を参照する。 

キ 県、市町村、警察本部、消防局、及び事業者は、事故の規模に応じ、それぞれの計画するところにより又

事故原因者（事業者） 

事故発見者 道路管理者等 

消防局 消防署 

医療機関 

警察署 警察本部 

県危機管理部（消防防災課） 市町村 

総合事務所（県民福祉局）（東

部圏域においては東部地域振興

事務所東部振興課） 

陸上自衛隊第８普通科連隊 

県医療政策課 

警察本部 

消防局 

消防庁 

 

 

（情報伝達

機関でない

場合のみ） 

死者、行方不

明者の発生又

は負傷者５名

以上の発生 
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は状況により判断して、対策本部等の活動体制を確立する。（第１章「大規模事故応急対策」参照） 

(２)災害応急措置 

ア 施設の所有者及び管理者又は占有者の措置 

発生した事故、災害に対し、直ちに、引き続く危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去その

他災害の発生の防止のための応急の措置を講ずるものとする。 

イ 県の措置 

関係機関との連絡調整を行うとともに、市町村、消防局から必要資機材の確保等について応援の要請を受

けた時は、積極的に応援協力を行う。 

ウ 消防局の措置 

(ア)事故の規模に応じ、速やかに事故現場に出場し、事故拡大防止及び必要な現状維持義務のための措置を

講ずるものとする。 

(イ)危険物取扱事業者が応急の措置を講じない場合、当該事業者に対し緊急措置を講ずることを命ずるもの

とする。 

(ウ)前項の緊急措置の内容及び期間が十分でない場合において、行政代執行法の定めるところに従い、当該

緊急措置を消防局又は第三者に当該措置をとらせるものとする。 

(エ)事故の直接的・間接的な発生原因及び被害拡大の原因等について、究明するための調査検討を行うもの

とし、その結果を消防庁危険物保安室へ報告するものとする。 

エ 警察の措置 

(ア)速やかに事態の把握に努めるとともに、被害者の救出、被害拡大の防止等の措置を講ずる。 

(イ)県、市町村、消防等他機関の行う活動に協力し、応急対策の円滑な実施に努める。 

(ウ)市町村長からの要求があった場合には、災害対策基本法第５９条に基づき、災害を拡大させるおそれが

認められる設備又は物件の占有者、所有者又は、管理者に対し、災害の拡大を防止するため必要な限度に

おいて、その設備又は物件、保安その他必要な措置をとることを指示する。 

(エ)死傷者等発生の場合、検視、遺体の身元確認のほか、必要な捜査活動を行う。 

 

第４節 高圧ガス事故災害対策 

１ 高圧ガスに係る応急対策 

(１)事故急報、連絡体制及び活動体制の確立 

ア 被害情報の系統は以下のとおり。 
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イ 高圧ガスに係る事故、災害を起こした者又は発見者は、すみやかに道路管理者等又は県又は消防機関又は

警察に通報する。 

ウ  県は、高圧ガス保安法に関する事故が発生したことを覚知したときは、速やかに中国四国産業保安監督部

へ電話等により連絡するものとする。 

エ 県、警察本部、消防局及び関係協会等は相互に連携し被害情報等を収集し、収集した情報を災害の拡大防

止等に役立てるものとする。 

オ 県、市町村、警察本部、消防局及び事業者は、事故の規模に応じ、それぞれの計画するところにより又は

状況により判断して、対策本部等の活動体制を確立する。（第１章「大規模事故応急対策」参照） 

(２)災害応急措置 

ア 事業者の措置 

(ア)製造、消費施設が危険な状態になったときは、製造又は消費作業を中止し、製造又は消費のための設備

内にあるガスについて、危険因子の排除を行う。 

(イ)貯蔵施設、販売所又は充てん容器等が危険な状態になったときは、施設内のガスについて、危険因子の

排除を行う。 

(ウ)その他、第３節１（２）アの措置に準ずる。 

イ 県の措置 

 県は、次の場合で災害の発生の防止又は災害の防止上必要と認めるときは、高圧ガス保安法に基づく緊急

措置を命ずるものとする。 

(ア)事故により、火災、ガスの大量漏えい等が継続中であって、さらに災害の拡大が予測されるとき 

(イ)事故の発生原因が不明であり、かつ、操業の継続又は再開によって再度同種事故の発生が予測されると

き 

(ウ)事故の原因となった状況が、当該事業所内の他の設備にも明らかに存在し、同種事故が発生するおそれ

が極めて大きいとき 

ウ  鳥取県ＬＰガス協会、鳥取県高圧ガス地域防災協議会、鳥取県一般高圧ガス保安協議会の措置 

(ア)事業者より災害の通報を受けたときは、速やかに県、消防局、警察及び関係団体へ連絡し、緊密な連携

に努めるものとする。 

(イ)関係機関、防災事業所と連携し、ガスの性状にあわせた応急措置に努めるものとする。 

事故原因者 

（事業者） 道路管理者等 

消防局 消防署 

医療機関 

警察署 警察本部 

県危機管理部（消防防災課） 市町村 

総合事務所（県民福祉局）（

東部圏域においては東部地域

振興事務所東部振興課） 

陸上自衛隊第８普通科連隊 

県医療政策課 

警察本部 

消防局 

消防庁 

 

 

（情報伝

達機関で

ない場合

のみ） 

中国四国産業保安監督部 

県ＬＰガス協会 

鳥取県高圧ガス地

域防災協議会 

鳥取県一般高圧ガ

ス保安協議会 

死者、行方不明者の発生 

又は負傷者５名以上の発

生 
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エ 消防局の措置 

  事故の規模に応じ、速やかに事故現場に出場し、事故拡大防止及び必要な現状維持義務のための措置を講

ずるものとする。 

オ 警察の措置 

  第３節１（２）エの措置に準ずる。 

２ 液化石油ガスに係る応急対策 

(１)事故急報、連絡体制及び活動体制の確立 

ア 被害情報の系統は以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 保安機関は、自ら行っている保安業務の範囲内において当該一般消費者等の供給設備又は消費設備に災害

が発生したときには、遅滞なく、その旨を県又は警察官に届け出なければならない。 

ウ 県、警察本部、消防局、液化石油ガス取扱事業者及び関係協会等は相互に連携し被害情報等を収集し、収

集した情報を災害の拡大防止等に役立てるものとする。 

エ 県は、事故が発生したことを覚知したときは、速やかに中国四国産業保安監督部へ電話等により連絡する

ものとする。 

オ なお、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（本章において、以下「液化石油ガス

法」という）に関する事故か不明な場合についても、液化石油ガス法に関するものでないと確認されるまで

は、液化石油ガス法に関する事故として対応するものとする。 

カ 県、市町村、警察本部、消防局及び事業者は、事故の規模に応じ、それぞれの計画するところにより又は

状況により判断して、対策本部等の活動体制を確立する。（第１章「大規模事故応急対策」参照） 

(２) 災害応急措置 

ア ガス消費者の措置 

(ア)ガス漏れ事故等を覚知したときは、ガスの消費を中止するなどし、ガス販売事業者、保安機関又は消防

機関に通報する。 

(イ)ガス漏れ事故等によりガスの消費を中止したときは、ガス販売事業者によって安全性が確認されるまで

は、ガスの消費を再開してはならない。 

イ ガス販売事業者の措置 

(ア)ガス消費者等から通報を受けたとき、又は自ら発見したときは、必要に応じ、速やかに事故現場に赴

事故原因者（事業者） 

事故発見者 道路管理者等 

消防局 消防署 

医療機関 

警察署 警察本部 

県危機管理部（消防防災課） 市町村 

総合事務所（県民福祉局）（

東部圏域においては東部地域

振興事務所東部振興課） 

陸上自衛隊第８普通科連隊 

県医療政策課 

警察本部 

消防局 

消防庁 

 

 

（情報伝

達機関で

ない場合

のみ） 

中国四国産業保安監督部 
県ＬＰガス協会 

鳥取県高圧ガス地

域防災協議会 

死者、行方不明者の発生 

又は負傷者５名以上の発

生 



【大規模事故対策編】 第２部 災害応急対策計画「第６章 危険物等災害応急対策」 

458 

 

き、液化石油ガス法に定める災害拡大防止等の緊急時対応を行うものとする。 

(イ)ガスの供給を停止したときは、当該供給先の安全性を確認した後でなければ供給を再開してはならな

い。 

ウ 保安機関の措置 

 ガス漏れ事故等を覚知したときは、必要に応じ、速やかに事故現場に赴き、液化石油ガス法に定める災害

拡大防止等の緊急時対応を行うものとする。 

エ 鳥取県ＬＰガス協会、鳥取県高圧ガス地域防災協議会の措置 

(ア)ガス漏れ事故等を覚知したときは、関係団体と緊密な連携に努めるものとする。 

(イ)必要に応じ、応急措置を講ずべき傘下会員、防災事業所へ連絡し、応急対応を要請するものとする。 

(ウ)必要に応じ、速やかに事故現場に赴き、事故拡大防止及び必要な現状維持義務のための措置を講ずるも

のとする。 

オ 県の措置 

(ア)必要に応じ、速やかに事故現場に赴き、事故拡大防止及び必要な現状維持義務のための措置を講ずるも

のとする。 

(イ)県は、事故の直接的・間接的な発生原因及び被害拡大の原因等について、究明するための調査検討を行

うものとする。また、事故の再発を防止するための対策を検討し、実施するものとする。 

(ウ)県は、法令違反の有無及び自己の責任の所在を調査するものとする。 

カ 消防局の措置 

(ア)ガス漏れ事故等が発生したときは、必要に応じ、速やかに事故現場に赴き、事故拡大防止及び必要な現

状維持義務のための措置を講ずるものとする。 

(イ)状況に応じ、関係機関と連絡をとりながら、警戒区域の設定、負傷者の救出、避難、立入制限、火気制

限等を講じ被害の拡大防止に努めるものとする。 

(ウ)共同住宅における事故の場合には、同じ住宅の入居者に対し注意喚起等の必要な指導を行うものとす

る。 

   キ 警察の措置 

    （ア）速やかに事態の把握に努めるとともに、被害者の救出、被害の拡大の防止等の措置を講ずる。 

(イ)県、市町村、消防等他機関の行う活動に協力し、応急対策の円滑な実施に努める。 

(ウ)死傷者等発生又は、その発生のおそれがある場合、救出救助活動を行う。 

(エ)死傷者等発生の場合、検視、遺体の身元確認のほか、必要な捜査活動を行う。 
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３ ガス事業に係る応急対策 

(１)事故急報、連絡体制及び活動体制の確立 

ア 被害情報の系統は以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 鳥取ガス、米子瓦斯、特定発生設備を有するガス小売事業者、国、県、警察本部、消防局、警察署及び関

係団体は相互に連携し被害情報等を収集し、収集した情報を災害の拡大防止等に役立てるものとする。 

(２)災害応急措置 

 ガス事業者の措置 

ア 事故の状況、内容により警察本部、消防署、関係官庁への連絡、通報し、協力、指示を求めるものとす

る。 

イ あらかじめ確立しておいた出動体制、連絡体制及び資材機材により、必要に応じ、速やかに事故現場に赴

き、事故拡大防止及び必要な現状維持義務のための措置を講ずるものとする。 

ウ 供給を停止する場合には、供給先へ周知徹底を図り二次災害の防止に努める。 

エ 供給停止後は、早期に供給を再開できるよう努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故原因者（事業者） 

事故発見者 道路管理者等 

消防局 消防署 

医療機関 

警察署 警察本部 

県危機管理部（消防防災課） 市町村 

総合事務所（県民福祉局）（

東部圏域においては東部地域

振興事務所東部振興課） 

陸上自衛隊第８普通科連隊 

県医療政策課 

警察本部 

消防局 

消防庁 

 

 

（情報伝

達機関で

ない場合

のみ） 

中国四国産業保安監督部 

死者、行方不明者の発生 

又は負傷者５名以上の発

生 
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第５節 火薬類事故災害対策 

１ 応急対策 

(１)事故急報、連絡体制及び活動体制の確立 

ア 被害情報の系統は以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 県、警察本部、消防局、火薬取扱事業者及び関係団体は相互に連携し被害情報等を収集し、収集した情報

を災害の拡大防止等に役立てるものとする。 

ウ 県は、火薬類取締法の適用を受ける火薬類に関する事故が発生したことを覚知したときは、速やかに中国

四国産業保安監督部へ電話等により連絡するものとする。 

エ 県、市町村、消防局、警察本部及び事業者は、事故の規模に応じ、それぞれの計画するところにより又は

状況により判断して、対策本部等の活動体制を確立する。（第１章「大規模事故応急対策」参照） 

(２)災害応急措置 

ア 火薬庫又は火薬類の所有者又は占有者の措置 

(ア)発生した事故について、直ちに、引き続く爆発の可能性の除去その他災害の発生の防止のための応急の

措置を講ずるものとする。 

(イ)事故の状況に応じて、付近住民の避難の警告を行う。 

イ 県の措置 

 県は、次の場合で災害発生の防止又は公共の安全の維持のため緊急の必要を認めるときは、火薬類取締法

に基づく緊急措置を命ずるものとする。 

(ア)事故が再発するおそれがあるとき 

(イ)事故の発生原因が不明であり、かつ、操業の継続ないし再開によって再度同種事故の発生が予測される

とき 

(ウ)事故の原因となった状況が当該事業所内の他の同種施設にも明らかに存在し、同種事故が発生するおそ

れが極めて大きいとき 

ウ 消防局の措置 

 速やかに事故現場に出場し、事故拡大防止及び必要な現状維持義務のための措置を講ずるものとする。 

   エ 警察の措置 

    (ア)速やかに事態の把握に努めるとともに、被害者の救出、被害拡大の防止等の措置を講ずる。 

事故原因者（事業者） 

事故発見者 道路管理者等 

消防局 消防署 

医療機関 

警察署 警察本部 

県危機管理部（消防防災課） 市町村 

総合事務所（県民福祉局）（東

部圏域においては東部地域振興

事務所東部振興課） 

陸上自衛隊第８普通科連隊 

県医療政策課 

警察本部 

消防局 

消防庁 

 

 

（情報伝

達機関で

ない場合

のみ） 

中国四国産業保安監督部 

死者、行方不明者の発生 

又は負傷者５名以上の発

生 
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(イ)県、市町村、消防等他機関の行う活動に協力し、応急対策の円滑な実施に努める。 

(ウ)死傷者等発生又は、その発生のおそれがある場合、救出救助活動を行う。 

(エ)死傷者等発生の場合、検視、遺体の身元確認のほか、必要な捜査活動を行う。 

 

第６節 毒物・劇物事故災害対策 

１ 応急対策 

(１)事故急報、連絡体制及び活動体制の確立 

ア 被害情報の系統は以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 県、保健所設置市、警察本部、消防局、毒物劇物営業者及び関係団体は相互に連携し被害情報等を収集

し、収集した情報を災害の拡大防止等に役立てるものとする。 

ウ 県、保健所設置市、市町村、警察本部、消防局及び毒物劇物営業者は、事故の規模に応じ、それぞれの計

画するところにより又は状況により判断して、対策本部等の活動体制を確立する。（第１章「大規模事故応

急対策」参照） 

 

(２)災害応急措置 

ア 毒物劇物営業者の措置 

事故原因者（事業者） 

事故発見者 

市町村 

消防局 消防署 

医療機関 

警察署 警察本部 

県危機管理部（消防防災課） 

県医療・保険課 

県総合事務所 

(保健所、環境

建築局)（東部

圏域において

は鳥取市保健

所・鳥取市環

境局） 

陸上自衛隊第８普通科連隊 

県医療・保険課 

警察本部 

消防局 

消防庁 

 

 

（情報伝

達機関で

ない場合

のみ） 

※輸送中の事故等 道路管理者等 

県水環境保全課 

厚生 

労働省 

総合事務所（県民福祉局）（東

部圏域においては東部地域振興

事務所東部振興課） 

県水環境保全課 

死者、行方不明者の発生 

又は負傷者５名以上の発

生 
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 毒物及び劇物取締法に基づき、保健所、警察本部又は消防機関に直ちに届け出るとともに、保健衛生上の

危害を防止するために必要な措置（劇毒物の中和等）を講じる。 

イ 県、保健所設置市及び市町村の措置 

(ア)県及び保健所設置市は、毒物・劇物の飛散、漏えい、浸透及び火災等による有毒ガスの発生を防止する

ための応急措置を講ずるよう指示する。 

(イ)県及び保健所設置市は、毒物・劇物が飛散、漏えいした場合には、中和剤等による除毒作業を毒物劇物

営業者に対して指示する。また、必要に応じて自ら実施する。 

(ウ)県又、保健所設置市及び市町村は、中和剤等の資材が不足する場合には、その収集あっせんを行う。 

(エ)県、保健所設置市及び市町村は、毒物・劇物の漏えいの形態に応じて、水源等の周辺環境への毒物・劇

物の影響について調査を行う。 

ウ 消防局の措置 

 速やかに事故現場に出場し、事故拡大防止及び必要な現状維持義務のための措置を講じるものとする。 

   エ 警察の措置 

(ア)速やかに事態の把握に努めるとともに、被害者の救出、被害拡大の防止等の措置を講ずる。 

(イ)県、保健所設置市、市町村、消防等他機関の行う活動に協力し、応急対策の円滑な実施に努める。 

 

第７節 その他の毒性物質による事故災害対策 

 硫化水素等の毒物・劇物には該当しない毒性物質が発生・漏洩し、住民の避難を要する場合、関係機関は当面

次のとおり対応するものとする。 

１ 各機関の役割 

機関等 役割 

警察本部 二次災害の防止、捜査 

消防局 救急活動、消防活動、避難誘導、二次災害の防止等 

市町村 避難誘導、避難所の開設運営、安否確認、避難者の健康管理 

県 総合調整、市町村の支援、資機材の確保 

その他 資機材（中和剤）の確保、県民の協力 

２ 実施要領 

(１)情報の共有 

ア 住民に提供する情報について事前に検討し共有 

イ 現地で共有する情報のうち保全すべきものに関する認識の共有  

(２)避難者対応 

ア 周辺住民の避難誘導 

イ 状況に応じて避難所の開設と運営 

ウ 将来予測と情報の提供（安心感の付与） 

エ 健康管理  

(３)現地調整 

ア 現地調整所の設置と運営（基本的に市町村） 

イ 警察本部、消防、自治体職員の派遣 

ウ 情報の共有と活動調整  

(４)現場活動 

ア 立入禁止区域の設定 

イ 二次災害の防止 

ウ 活動者の安全の確保・確認 

エ 物質への対処に当たり専門家の情報を共有  

(５)広報 

ア 現地調整所を設置した場合のスポークスマンの設置 

イ 情報の一元的かつ積極的な提供 

 

第８節 その他住民等の安全の確保に係る応急対策 

１ 避難誘導等 

 周辺地域へ被害が拡大するおそれがある場合は、地域住民に対する避難誘導や立入禁止区域の設定等を的確に

行うものとする。（第１章「大規模事故応急対策」参照） 
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２ 交通規制及び立入禁止区域の設定 

(１)道路管理者又は公安委員会は、災害対策上必要があると認めるときは、災害現場の通行を禁止又は制限す

る。 

(２)道路の通行を禁止又は制限したときは、その内容を交通関係者及び地域住民に広報し協力を求める。 

３ 消火活動 

 消火に当たっては保管物質の特質に留意しつつ、消防機関は、速やかに消火活動を実施するものとする。（第１

章「大規模事故応急対策」参照） 

４ 救出救助活動 

 警察本部は、事故発生地を管轄する警察署員、状況により機動隊等を出動させ、救出救助活動を迅速に行うも

のとする。（第１章「大規模事故応急対策」参照） 

５ 医療活動 

 死傷者が発生した場合、医療機関及び関係機関が協力し、救護等の措置に当たるものとする。（第１章「大規模

事故応急対策」参照） 

６ 広報活動 

(１)関係機関の広報活動 

 県、市町村、警察本部、関係機関は、被害状況、防災関係機関の対応状況に係る情報を、適宜報道機関やホーム

ページ等を通じて広報に努めるものとする。（災害応急対策編（共通）第３部第４章「広報・広聴」参照） 

(２)広報項目 

ア 県、市町村、関係機関の措置状況 

イ 保管物質の種類・周辺への危険性 

ウ 応急対策の実施状況（出動人員、作業工程及び日程 等） 

エ 環境影響等に関する調査結果 

オ その他必要と認められる事項 

７ 調査検討 

 県は、事故の直接的・間接的な発生原因及び被害拡大の原因等について、究明するための調査検討を行うもの

とする。また、事故の再発を防止するため、事故当事者及び関係業界に対する対策を検討し、確立するものとす

る。 

 

第９節 市町村地域防災計画に定める事項 

 県地域防災計画に基づき市町村地域防災計画に定めるべき事項のうち、この章の記載事項に関連するものは以下

のとおりである。 

１ 危険物等の種類に応じた災害発生時の情報伝達体制及び活動体制 

(１)危険物 

(２)液化石油ガス 

(３)高圧ガス 

(４)火薬類 

(５)毒物・劇物 

(６)その他の毒性物質
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林野火災対策編 第１部 災害予防計画 

第１章 林野火災の予防対策 

（県危機管理部、県輝く鳥取創造本部、県生活環境部、県農林水産部、近畿中国森林管理局、市町村、消防局、森林

組合、関係機関） 

 

第１節 目的 

県民の林野火災に対する予防意識の啓発に努めるとともに、林野の巡視の強化及び防火施設の整備等防火対策を

推進し、林野火災の未然防止と被害の軽減を図る。  

 

第２節 実施内容 

１ 林野火災予防意識の啓発  

（１）関係機関の連携・協力 

県は市町村、消防局、警察、自衛隊、森林組合等の関係機関と連携・協力を図り、林野火災発生時に効果的

な消防活動ができるよう平時から情報交換等に努める。  

（２）広報活動による啓発宣伝（林野火災予防月間の設定） 

県、市町村及び消防局等は、広報紙、ポスター等有効な手段を通じ、県民の林野火災予防意識の啓発に努め

る。  

県では、国が３月に実施する全国山火事予防運動に加え、本県で林野火災の発生が多い４、５月を「鳥取県

林野火災予防月間」と定め、関係機関で情報共有、連携を図りつつ、より重点的に広報、啓発活動を行い、林

野火災防止の呼び掛けを強化する。 

（３）関係者及びハイカー等への周知  

県、市町村、消防局、森林組合、農業団体及び関係機関等は、森林所有者、林業従事者、農業者等の関係者

及び野山を歩くハイカーや入山者等に、林野火災防止について周知する。併せて、県及び市町村は、自治会等

を通じて、中山間地域や里山の集落に対して林野火災予防意識の啓発に努める。 

２ 火災気象通報及び関連気象情報、火災警報等の伝達の徹底  

（１）県は、気象台の発表する乾燥注意報、強風注意報及び火災気象通報を接受したときは、これを市町村及び消

防局へ確実に伝達し、受報した市町村及び消防局は地域住民への注意喚起を図るものとする。 

（２）消防局及び市町村は、フェーン現象(*1)等により気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときは、火

災警報を発する等その旨を地域住民に周知するものとする。また、火災警報を発した場合は、火災予防条例で

定める火の使用（火入れ、煙火の使用等）の制限の徹底を図る。概要は災害応急対策編（共通）第３部第１章

「気象情報の伝達」第５節「火災気象通報・火災警報及び水防警報等」のとおり。 

(*1)フェーン現象とは、湿潤な空気が山を越えて反対側に吹き下りたときに、風下側で吹く乾燥した高温の風

(フェーン)により付近の気温が上昇すること。本県においては、中国山地を越えてくる南寄りの風により

発生することがある。 

３ 巡視、監視の強化  

（１）市町村及び消防局は、気象の状況が火災の予防上危険であると認めるとき及び林野火災の多発する時期は、

山林の巡視及び監視を強化し、火災予防上危険な行為の排除及び火災の早期発見を図る。  

（２）県は、市町村及び消防局等と緊密に連携をとり、随時県民への注意喚起に努める。  

４ 火入れや野外焼却（野焼き）への注意喚起 

（１）市町村は、森林及び森林から１km 以内で火入れ(*2)を行う場合には、森林法第２１条の規定に基づき市町村

長の許可が必要であることを住民に周知する。 

（２）火入れに当たって、市町村は、火入れに関する条例を厳守させ、防火帯の設置、延焼防止のための人員配

置、消火に必要な器具等について指示を行う。また、着衣着火の危険性について注意を促す。消防局は火災予

防条例を厳守させ、火災警報等発令時には、火入れ、たき火等を制限し、乾燥注意報、強風注意報等発表時に

は、自粛を呼びかける。 

（３）県は、市町村や消防局と連携して、農作業等のためやむを得ない場合を除き、野外焼却（野焼き）(*3)が原

則禁止されていることについて広報を行うなどの対策に努める。併せて、例外的に認められている野外焼却を

行う場合には、消防局に届出（*4）をするとともに延焼防止に努めるよう周知を図る。 

(*2)森林法第２１条で規定する火入れとは、原野畑等を地ごしらえ等の土地の利用上の目的をもって燃やすこ

と。 

(*3)野外焼却（野焼き）は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）」第１６条の２により、

原則として禁止。 

(*4)届出は焼却行為を許可するものではなく、事前に焼却行為を把握するためのもの。 

（４）上記（１）から（３）に係る注意喚起は、市町村を通じて各自治会や森林組合、農業団体等の関係機関も協

力して行うものとする。 
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５ 森林の防火管理の徹底  

（１）森林所有者、森林組合等は、植林において、適切な森林保全管理活動を推進するように努める。  

（２）県、市町村及び消防局は、森林所有（管理）者に対し、防火帯等の整備・維持管理及び既設の標識等の設

置・維持管理を支援する。 

（３）県及び市町村は、森林組合等と協力して、適切な森林整備の推進と伐採木や枝葉の林外への搬出を促進し、

林野火災の予防、延焼拡大防止を図る。また、樹冠火(*5)、地表火(*6)の抑制や消火活動に活用する林道・森

林作業道への倒木除去など、林内路網の適切な維持管理に努める。 

(*5) 樹冠火(じゅかんか)とは、樹木の上部や先端部分が燃える現象で、強風時は飛び火して火災拡大のおそ

れがある。 

(*6) 地表火(ちひょうか)とは、地表を覆っている落葉落枝、枯草などが乾燥し、これらが燃える現象で、風

の影響を受けやすい。 

（４）県は、大規模化する林野火災の延焼メカニズム等の知見や情報を取得するとともに、地球温暖化、気候変動

や異常気象の影響等も注視し、林野火災防止に反映できるよう努める。 

６ 消防施設・資機材の整備、水利の確保 

（１）県は、消防防災ヘリコプターの飛行場外離着陸場及び空中消火で使用する給水場所を定期的に調査・点検す

る。 

（２）市町村及び消防局は、林野火災発生時の消防水利の確保のため、防火水槽、川・池等の自然水利、ダムやた

め池等の水源を調査し、消防水利マップを作成するとともに、定期的に水利を点検・調査する。 

（３）市町村及び消防局は、林野火災用消防水利（防火水槽、簡易水槽等）及び消防施設や資機材の整備拡充を図

る。  

（４）県及び市町村は、防火線としての役割を持たせるとともに、林野火災の消火活動に活用するため、林道・森

林作業道の整備・維持管理を支援する。  

（５）公有林管理者は、防火標識等火災予防施設の整備を図る。  

７ ヘリコプターによる空中消火体制の整備 

 （１）県、消防局及び市町村等は平時から消防防災ヘリコプターによる空中消火活動につき、連携訓練や活動拠点

の整備を行い、空中消火体制の確立を図る。  

（２）県は空中消火用資機材を整備し、空中消火体制の強化に努める。  

８ 防災訓練の実施  

林野火災を想定し、県、市町村及び消防関係機関、森林組合等と合同して実践的な防災訓練を実施する。 

９ 連絡体制の整備 

  速やかに関係機関と連携した初動対応を行えるよう、各機関は連絡体制を整備する。 

 

第３節 市町村地域防災計画に定める事項 

  県地域防災計画に基づき市町村地域防災計画に定めるべき事項のうち、この章の記載事項に関連するものは以下

のとおりである。 

 １ 予防意識の啓発 

 ２ 火災気象に関する各種情報の伝達 

 ３ 出火防止対策（巡視等の強化、火入れ等の注意喚起等） 

 ４ 消火体制の整備（資機材整備、水利の確保等） 

 ５ 防災訓練の実施 

 ６ 連絡体制の整備
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林野火災対策編 第２部 災害応急対策計画 

第１章 林野火災の応急対策 

（県危機管理部、県農林水産部、警察、消防局、関係機関） 

 

第１節 目的 

林野火災が発生した場合、防災関係機関は、早期に初動体制を確立し、緊密な協力の下に各種応急対策を実施す

ることにより、被害拡大を防御し、被害の軽減を図る。  

 

第２節 実施内容 

 【延焼阻止対応スキーム】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 発生（覚知）直後からの情報共有 

（１）消防局は、林野火災を覚知した場合、直ちに県及び市町村に連絡するとともに、火災の状況、被害の規模等

の情報を収集し、把握できたものを随時県及び市町村に連絡する。県は、自ら収集した情報も含め自衛隊への

災害派遣要請の可能性も考慮し、自衛隊に状況等を連絡するとともに、関係機関に連絡する。 

（２）県、市町村、消防局等の関係機関は、鳥取県総合防災情報システムにより被害状況等を共有する。 

（３）情報連絡に当たっては、関係機関が統一のとれた判断の下に各種応急対策を実施するため、消防局が作成す

る林野火災防御図はＵＴＭグリッドを使用することとし、共通地図として関係機関と共有する。 概要は、災害

予防編（共通）第４部第１章「防災関係機関の連携体制の整備」第４節「活動調整に係る体制の整備」のとお

り。 

２ 早期応急活動体制の確立  

（１）消防局は、林野火災対応の中枢として、すべての指揮と情報を把握するため、消防局指揮本部及び現場指揮

本部を設置する。 

（２）県（危機管理部）は状況に応じ、災害対策本部又は災害警戒本部を設置し、関係機関と連携・調整を図るも

のとする。概要は災害応急対策編（共通）第２部第１章「組織及び体制」のとおり。 

（３）災害スキームに応じた連絡系統及び関係機関との連携系統は次によるものとする。 

 

 

 

 

発
生 

応
急
対
応 

延
焼
防
止 

・発生（覚知）時、消防局、市町村、県、自衛隊等で情報共有 
・消防局は覚知と同時に消防防災ヘリコプターに準備依頼し、要請後速やかに出動できる体制を準備 
・各機関は情報共有するとともに、延焼拡大の可能性を見据え、今後の各々の役割を準備 
・広域応援を見据え、中国五県に情報共有・連携 

・鳥取県総合防災情報システムにより被害状況等を県、市町村、消防局、自衛隊、県警で情報共有し、
各々の役割で応急対応を実施 

・消防局は消防防災ヘリコプターの要否を早期に判断し、空中消火を実施 
・消防局は地元消防団等と協力して効果的な活動を実施 

・消防局のドローン、鳥取県ドローン・レスキューユニット等を投入し、火災状況確認、熱源特定、残
火処理に活用 

・家屋に影響が生じる可能性がある場合、住民の避難指示を判断、臨時防火帯設置を検討 

鎮火 

延
焼
拡
大 

・消防局は、火災規模等から早期に広域応援の要請を判断 
・県の能力では延焼の拡大が懸念される時点で、県は近隣県の消防防災ヘリ、自衛隊に派遣要請 

●発生直後から関係機関と情報共有し、広域支援体制を早期に確立 

●初期段階での封じ込めを最優先、延焼拡大を最大限防止 



【林野火災対策編】 第２部 災害応急対策計画「第１章 林野火災の応急対策」 

467 

 

 【関係機関の連携概要図】 

 

３ 消防防災ヘリコプターの要請・ドローンの運用 

（１）消防局は、林野火災を覚知したときは、消防防災航空センターに消防防災ヘリコプターの出動準備を依頼す

る。延焼状況・気象状況・地形の状況等から必要と認めるときは、即座に消防防災航空センターに対して消防

防災ヘリコプターを要請する。  

（２）県は、消防局からの消防防災ヘリコプターの要請があった場合は、消防防災ヘリコプターを出動させ、消防

局等の消防活動を支援する。また、消防防災ヘリコプターによる情報収集及び空中消火等を、時期を逸するこ

となく早期に実施できるよう努める。  

（３）消防防災ヘリコプターの要請は、「鳥取県消防防災ヘリコプター運航管理要綱」に基づき実施する。  

（４）消防防災ヘリコプターの主要業務は、火災状況の上空からの情報収集、空中消火、搬送業務及び救助活動と

する。  

（５）県は、本県の消防防災ヘリコプターが点検整備等で運航不可能な場合は、協定等に基づき近隣県に消防防災

ヘリコプターの応援要請を行う。 

（６）消防局が所有するドローンや「鳥取県ドローン・レスキューユニット」等を活用して、情報収集、熱源特定

や残火処理を行う。概要は災害応急対策編（共通）第７部第５章「航空機の活用」のとおり。 

４ 関係機関と連携した消火活動・延焼防止対策  

（１）林野火災が発生した場合は、消防局は、速やかに火災の状況を把握し、迅速に消火活動を行う。  

（２）消防局は、地元自治会等に、火災発生地までの山道案内、地理及び水利の情報の提供等の協力を求める。ま

た、建物等に延焼するおそれがあるときは、消防法第２９条に基づく消火活動中の緊急措置として臨時防火帯

の設置を検討する。 

（３）臨時防火帯を設置した場合の補償の対応については、県も支援を検討する。 

消防法 

第 29 条 

権限行

使者 

権限行使 

対象物 

権限の

内容 
権限行使の要件 損失補償 備考 

第１項 

消防吏
員又は
消防団
員 

火災が発生せ
んとし、又は
発生した消防
対象物等 

消防対
象物の
使用、
処分又
は使用
の制限 

消火、延焼の防
止又は人命の救
助のために必要
があること 

損失補償
の対象と
はならな
い 

・既に煙が発生の状態等 
・放置しておいても火災で

焼失されるはずのもの 

第２項 
消防長
若しく
は消防
署長 

延焼のおそれ
がある消防対
象物等 

火勢、気象の状
況その他周囲の
事情から合理的
に判断して延焼
防止のためやむ
を得ないと認め
られること 

・火勢は推移状況も考慮 
・気象の状況は、その土地

固有の気象条件（季節風
等）等で判断 

・その他周囲の事情は、周
囲の建築密度等あらゆる
事情を考慮 

第３項 

第１項及び第
２項に掲げる
消防対象物等
以外の消防対
象物等 

消火若しくは延
焼の防止又は人
命の救助のため
に緊急の必要が
あること 

市町村が
損失を補
償 

・緊急の必要とは、事態が
差し迫って即刻臨機の措
置をとるべき必要のこと 

・放置しても火災が発生し
ないはずのもの 

鳥取県 
(消防防災航空センター) 

鳥取県 
(消防防災課) 

(森林づくり推進課) 

林野火災発生地
の消防局 

関係市町村 

自衛隊 
(陸自８連隊) 

森林組合 

近隣県等 

消防庁 

消防団、自治会、 
自主防災組織等 

県警察本部 林野庁 

消防防災 
ヘリ要請 

近隣県の消防 
防災ヘリ要請 

県内の消防局 

協力依頼 

報告 

報告 

協力依頼 

関係機関 

警察署 

応援 
要請 

連携 

（※） 

（※）空中消火を要請等したもの。詳細は
火災・災害等即報要領(S59.10.15 消
防庁通知)のとおり 

119 通報 

110 通報 
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（４）地元消防団は、消防局と連携し、消火活動、飛び火等による延焼警戒及び市町村が開設する避難場所等へ地

域住民等の避難誘導を行うとともに、水利の案内等に協力する。 

（５）森林組合は、消防局、消防団等による消火活動が速やかに行えるよう森林作業道活用の提案や臨時防火帯の

設置等に協力する。 

５ 迅速な避難誘導活動 

（１）人命の安全を確保するため、災害応急対策の第１次的責任者である市町村長を中心として相互に連携を取

り、住民・滞在者の避難措置を実施するものとする。概要は災害応急対策編（共通）第５部第１章「避難の実

施」、第２章「避難所等の開設運営」及び第３章「孤立発生時の応急対策」のとおり。 

（２）市町村は、必要に応じて、自主防災組織等の協力を得て、開設する避難場所等へ住民の避難誘導を行う。 

（３）県警察は、必要に応じて、迅速に警戒区域を設定するとともに、地域住民等に対する避難誘導を的確に行

う。 

６ 交通の確保・緊急輸送  

大規模な林野火災が発生した場合は、被害の状況、緊急度及び重要度等を考慮して、交通規制、緊急輸送の手

段を講じる。  

７ 救助・救急活動  

（１）林野火災による人的被害が発生した場合は、消防局は、救助・救急活動を行うほか、被害状況の把握に努め

る。  

（２）一時に多数の死傷者が生じ、総合的な救急活動の必要がある場合は、この節のほか、「大規模事故対策編」

に準じて活動を実施する。  

８ 災害警備の実施 

県警察は上記のとおり警戒区域の設定、避難誘導等を行うとともに、状況に応じ、救出救助活動を行う。概要

は災害応急対策編（共通）第４部第５章「災害警備の実施」のとおり。 

９ 資機材の調達受援 

応急対策に必要な資機材は、原則として県、市町村、消防局等が各々調達するものとする。必要に応じ県が一

括調達、また、県は関係団体との協定に基づき、資機材調達に係る応援要請を行うものとする。概要は災害応急

対策編（共通）第４部第２章「資機材等の調達及び受援」のとおり。 

10 食糧の供給等 

被災した住民への食糧、飲料水及び生活関連物資の供給は、原則、市町村が行う。ただし、当該市町村だけで

はその実施が困難な場合等は県が調達する。概要は災害応急対策編（共通）第８部第１章「食糧の供給」、第２

章「生活関連物資の供給」及び第３章「飲料水の供給」のとおり。 

 

第３節 広域支援体制の早期確立 

１ 消防局の対応 

消防局は、林野火災及び被害の規模に照らし、当該消防局での対応能力を超えるおそれがあると判断した場合

は、応援協定に基づき、早期に広域応援の要請に努める。  

また、消防局で林野火災対策用資機材を確保することが困難な場合は、県又はその他の関係機関に確保を要請

する。  

さらに、消防局は、火災の規模又は被害の状況等から県内の消防力だけでは十分な体制を取ることができない

と判断したときは、市町村長を通じ、県（危機管理部）に「大規模特殊災害時における広域航空消防応援」や

「緊急消防援助隊」の派遣等を要請する。概要は災害応急対策編（共通）第４部第４章「消防活動」のとおり。 

２ 県の対応 

（１）広域応援要請 

県は、消防庁への「緊急消防援助隊」等の派遣要請の可能性を考慮し、国、他都道府県、その他関係機関等

との法令、協定等に基づく応援協力についての連絡調整を行う。  

県は林野火災発生（覚知）から３時間を目途に鎮圧の見込みがないと判断した場合又は火災の規模が大きく

拡大が見込まれる場合は、近隣県の消防防災ヘリコプター等に派遣要請をすることとし、そのために覚知段階

から関係機関と緊密に情報収集・連絡調整を行うものとする。 

 （２）自衛隊の災害派遣要請 

知事が自らの判断において必要と認めるとき、又は、当該市町村等が知事に申請した場合において知事が必

要と認めるときは、努めて予め自衛隊に事前調整した上で、知事は自衛隊の派遣を要請するものとする。概要

は災害応急対策編（共通）第４部第７章「自衛隊の災害派遣要請」のとおり。 

（３）海上保安庁の応援要請 

海岸等で火災が発生した場合は、必要に応じて、境海上保安部へ消防及び救助・救急活動等の応援を要請す

る。概要は災害応急対策編（共通）第４部第６章「海上保安庁の応援要請」のとおり。 

 

第４節 応急復旧等 

１ 二次災害の防止活動 
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県及び市町村は、林野火災発生後に、樹木が焼けて森林の保水力が低下し、延焼した斜面での土砂流出等の土

砂災害の危険性が高まるおそれがあることについて十分留意して二次災害の防止に努める。 

２ 災害復旧 

県及び市町村は、関係機関と調整を図りながら、復旧についての計画を作成するなどして、速やかに復旧事業

を実施する。 

県は、市町村及び森林組合と連携しながら、林野火災復旧に向けて燃えにくい樹種に配慮した林相構造を目指

す。 

 

第５節 市町村地域防災計画に定める事項 

 県地域防災計画に基づき市町村地域防災計画に定めるべき事項のうち、この章の記載事項に関連するものは以下の

とおりである。 

１ 連絡体制の整備 

２ 応急活動対策 

３ 消火活動・延焼防止対策 

４ 応急復旧対策 


